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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和元

年第６回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１１番岡本美代子さん、１

２番上杉晃央さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る９月１７日に議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和元

年第６回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る９月１７日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、選挙１

件、専決処分の承認１件、人事案件３件、

議案１６件、決算認定８件、意見書案３

件、報告事項５件ほかであります。 

本日９月２４日、第１日目は、まず初め

に町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に、松浦和浩さん、戸澤義典さん、藤原公

一さん、木村利昭さんの４名を予定してお

ります。 

第２日目、９月２５日は、前日に引き続

き一般質問を行い、伊藤伸司さん、馬場博

美さん、私、上杉晃央、坂田美栄子さん、

大江道男さんの５名を予定しております。 

第３日目、９月２６日は、前日に引き続

き一般質問を行い、岡本美代子さんの１名

を予定しております。 

その後、議案審議へと入り、選挙第５号

美幌町選挙管理委員会委員及び補充員の選

挙についてから認定第８号平成３０年度美

幌町病院事業会計決算認定についてまでを

審議します。 

平成３０年度各会計決算認定について

は、一般会計等及び企業会計の決算審査特

別委員会をそれぞれ設置し、閉会中の継続

審査とします。 

その後、意見書案の審議、報告案件など

を予定しています。 

次に、本定例会において、意見書の提出

を求める要請・陳情を３件受理しています

ので、その取り扱いについて報告いたしま

す。 

北海道森林・林業・林産業活性化促進議

員連盟連絡会及び北海道町村議会議長会か

らの、林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書採択の

要請、北海道医療労働組合連合会からの、

介護従事者の全国を適用地域とした特定最

低賃金の新設を求める陳情、看護師の全国

を適用地域とした特定最低賃金の新設を求

める陳情については、意見書案を作成し、

本定例会において審議することといたしま

す。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日９月２４日から９月２６日までの

３日間とします。 

なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び

行政職員各位におかれましては、御理解と

御協力をお願いいたします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには真摯な

答弁と対応を申し上げて、議会運営委員会

委員長としての報告といたします。 
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○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から９月２６日までの３日間としたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は、本日から９月２６

日までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので御了承

願います。 

なお、松本選挙管理委員会委員長、鈴木

農業委員会会長、明日以降欠席の旨、それ

ぞれ届け出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和元年第６回美幌町議会定例会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、行政報告と提出案件の概要に

ついて御説明申し上げます。 

行政報告といたしましては、職員の人事

異動の発令についてであります。 

去る７月１日、職員の人事異動の発令を

行いましたが、今回の異動につきまして

は、特別職の任命に伴い、部長職の昇任及

び配置がえを行ったほか、総務グループ主

幹職及び商工観光グループ主幹職の配置に

ついて見直しを行ったところであります。 

また、長期在任者の配置がえ、新規採用

などの発令を行った結果、全体で４６名の

人事異動の発令になったところでありま

す。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１０号平成３１年度美幌町病院事

業会計補正予算（第１号）については、給

湯・暖房用温水ボイラー修繕のため急を要

したことから専決処分をいたしましたの

で、御承認を賜りたいのであります。 

人事案件について。 

同意第１０号美幌町教育委員会委員の任

命については、本町教育委員会委員、猪本

里美氏が９月２８日をもって任期満了とな

ることから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項に基づき、後任

に、大沼美紀氏を任命いたしたく、御同意

を賜りたいのであります。 

同意第１１号美幌町職員懲戒審査委員会

委員の任命については、本町職員懲戒審査

委員会委員、森一也氏、久山祥子氏、小室

保男氏が９月２９日をもって任期満了とな

ることから、地方自治法施行規程第１６条

第５項に基づき、引き続き、森一也氏、久

山祥子氏、小室保男氏を任命いたしたく、

御同意を賜りたいのであります。 
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諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、野昭憲氏が１２月３１日をもっ

て任期満了となることから、人権擁護委員

法第６条第３項に基づき、引き続き、野昭

憲氏を推薦いたしたく、御意見を賜りたい

のであります。 

北見地域定住自立圏形成協定の締結につ

いて。 

議案第５２号北見地域定住自立圏形成協

定の締結については、定住自立圏構想推進

要綱に基づき、中心市である北見市との間

において、定住自立圏の形成に関する協定

の締結を行うため、美幌町定住自立圏形成

協定の議決に関する条例の規定により、議

会の議決を求めようとするものでありま

す。 

条例の改正について。 

議案第５３号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

は、本年３月２８日に発生した水道開栓業

務に伴う浸水事故に際しまして、水道事業

管理者である私及び職員の管理監督者とし

ての副町長の給与の一定額を減額するため

の改正を行おうとするものであります。 

被害に遭われた方に多大なる御迷惑をお

かけし、町民の皆様の信頼を大きく損なう

事態を招いたことに対しまして、心から深

くおわび申し上げます。 

今後は、二度と同じような事故を発生さ

せないよう、職員一丸となって徹底した再

発防止と信頼回復に全力で取り組んでまい

ります。 

議案第５４号美幌町保育所及び教育・保

育の実施に関する条例の一部を改正する条

例制定について、議案第５５号美幌町へき

地保育所条例の一部を改正する条例制定に

ついて、議案第５６号美幌町子ども発達支

援センター条例の一部を改正する条例制定

について、議案第５７号美幌町一時預かり

事業の実施に関する条例の一部を改正する

条例制定については、子ども・子育て支援

法の改正に伴い、幼児教育・保育の無償化

について、所要の改正を行おうとするもの

であります。 

議案第５８号美幌町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定

については、内閣府令の改正に伴い、国の

基準に準じて所要の改正を行おうとするも

のであります。 

議案第５９号美幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定については、厚生

労働省令の改正に伴い、国の基準に準じて

所要の改正を行おうとするものでありま

す。 

議案第６０号美幌町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について

は、厚生労働省令の改正に伴い、国の基準

に準じて所要の改正を行おうとするもので

あります。 

議案第６１号美幌町介護予防・生活支援

事業条例の一部を改正する条例制定につい

ては、消費税率引き上げによる介護保険法

の介護報酬単価改定に伴い、国の基準に準

じて各サービス利用手数料について改正し

ようとするものであります。 

議案第６２号美幌町印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついては、住民基本台帳法施行令の改正に

伴い、旧氏の記載に関することについて所

要の改正を行おうとするものであります。 

議案第６３号美幌町水道給水条例の一部

を改正する条例制定については、水道法の

改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指

定更新手数料について、新たに定めようと

するものであります。 

平成３１年度各会計補正予算について、

一般会計につきましては、北海道鉄道利用

促進環境整備負担金として１２４万円、幼

稚園等給食費補助金として６３１万８,００

０円、廃棄物処理場第Ⅲ期埋立地の損害保

険料として２９万３,０００円、学校運営協
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議会経費として８４万８,０００円などの増

額を行おうとするものであります。 

国民健康保険特別会計につきましては、

都道府県単位化によるプログラム改修委託

料などの増額を行おうとするものでありま

す。 

介護保険特別会計につきましては、過年

度介護給付費返還金による増額を行おうと

するものであります。 

水道事業会計につきましては、損害賠償

金の額の確定に伴う保険給付金の増額など

を行おうとするものであります。 

決算認定について。 

平成３０年度一般会計、特別会計及び企

業会計の全会計について、監査委員による

決算審査が終了いたしましたので、議会の

認定を賜りたいのであります。 

報告事項について。 

報告第９号健全化判断比率については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項の規定に基づき、監査委員の

意見を付して報告いたします。 

報告第１０号資金不足比率については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第２２条第１項の規定に基づき、監査委員

の意見を付して報告いたします。 

報告第１１号放棄した債権の報告につい

ては、美幌町債権管理条例第７条第２項の

規定に基づき報告いたします。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君）〔登壇〕 それで

は、さきに通告しています一般質問、大き

く４点について御質問します。 

４点中、３点は総合計画に絡む話になり

ますので、途中で重複いたします。 

まず１点目、美幌町財政運営計画につい

て。 

財政運営計画による町長の投資予算の方

針について。 

公債比率については、前年度までの計画

と今年度の公共建物３物件の事業費確定に

伴う今年度からの計画での対比をお聞かせ

願いたい。 

この推移により、今後の財政運営計画で

の投資予算への考えをお聞かせ願いたい。 

今後の起債対応事業について、過疎債の

充当率と償還期限、一般的な地方債の充当

率と償還期限から単年度の実質償還額も考

慮すべきと考えます。 

２点目、総合計画について。 

総合計画と町長の重点政策について。 

第６期総合計画に追加された町長の重点

政策にあるチャレンジブースの構築につい

て、第４次実施計画での中心市街地活性化

施設整備事業において対応することは可能

かお尋ねします。 

この推進については、今後、商店街から

活性化対策として多くの意見も提案される

とお聞きしています。総合計画の実施に当

たり、意見交換や意向確認の作業を開始す

る計画も提示されており、町長の商店街活

性化への対応と方針をお聞かせ願いたい。 

また、民間活力の掘り起こしも景気対策

の一助であると思います。美幌町としての

投資計画での起債発行を考慮し、この財源

を民間資本、ＰＦＩ手法の導入による、公

共施設等の投資として、借り上げ公営住宅

や図書館での対応は可能と思いますが、町

長の考えをお聞かせ願いたい。 

３点目、農業基盤整備について。 

道営土地改良事業と農道整備について。 
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道営土地改良事業での町負担率が２.４％

程度であるが、農道整備については、町負

担率２０％程度であります。 

基幹産業である農業支援策として、農業

各地区より要望、意向が提出される中で、

農道整備を含む土地改良事業について、積

極的に取り組む考えがあるかお尋ねいたし

ます。 

４点目、公共交通について。 

女満別空港と美幌町内との公共交通の取

り組みについて。基金創設等。 

女満別空港の民営化が進む中において、

空港から美幌町間の交通手段の構築が求め

られていると思います。現在、観光まちづ

くり協議会にて乗り合いタクシーの実証実

験も開始されています。また、今般、網走

バスの網走市から美幌町までの路線廃止が

決まりました。 

女満別空港利用者は、観光や商業、そし

て町民であり、公共交通の推進が必要と思

います。 

これまで拠出していた町の財政負担も軽

減されることや、女満別空港ビルの美幌町

保有の株式譲渡に伴う収益があります。こ

の公共交通手段の対策・事業化への基金設

立として、この財源を利用することはでき

ないのかお尋ねしたい。 

以上、４点よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 松浦議員

の御質問に答弁いたします。 

財政運営計画による町長の投資予算の方

針についてですが、１点目の公共建物３物

件の事業費確定に伴う財政運営計画への実

質公債費比率の影響でありますが、過疎債

の借り入れを予定している多目的運動場は

令和５年度から、防災・減災・国土強靱化

緊急対策事業債及び公共施設等適正管理推

進事業債の借り入れを予定している役場庁

舎、並びに緊急防災・減災対策事業債の借

り入れを予定している消防庁舎は令和７年

度から元金償還が発生するため、現計画の

終了年度であります令和４年度までの実質

公債費比率の数値には影響がないと考えて

おります。 

しかしながら、公共建物３物件の事業費

確定に伴う、国庫支出金、地方債借入額、

普通建設事業費等の変更に加え、昨年２月

の一部改定後に追加・変更となった事業等

もあることから、第２次財政運営計画にお

ける、令和元年以降の中期試算を現在進め

ているところであります。 

試算した後、現計画の数値に大きな変更

が生じた場合には、後日お示しさせていた

だきますので、御理解を賜りますようお願

いいたします。 

次に、２点目の今後の財政運営計画での

町長の投資予算への考え方でありますが、

さきにお示しいたしました第６期美幌町総

合計画の基本計画、中期、別冊における町

長の重点政策に沿って、第２次財政運営計

画の建設事業費から大きく逸脱しないよ

う、事業の緊急性、優先度について十分に

検討を行い、投資予算を決定したいと考え

ております。 

また、現在の起債対応事業への考え方で

ありますけれども、交付税措置率の高い過

疎債、緊急防災・減災事業債、辺地債の借

り入れを優先しながら、単年度の起債償還

額が極端に増額とならないように考慮し、

計画的に借り入れを行っておりますので、

御理解を賜りますようお願いいたします。 

次に、総合計画と町長の重点政策につい

てでありますが、私の重点政策につきまし

ては、先日お示ししたところであり、今後

４年間で重点的に取り組む政策を掲げてお

ります。 

御質問のチャレンジブースであります

が、実現に向けて、現在、研究、検討を行

っているところであり、想定としまして

は、例えば公共施設の一部を活用して新商

品の試験販売や新しく起業する方の試験店

舗など、実施の中で今後の改善点や将来的

に起業ができるのかも含めて検討していた
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だく場としての活用を考えているところで

あります。 

商店街活性化への対応と方針につきまし

ては、これまで実施してきました経済効果

の高い事業である店舗リフォーム促進支援

事業やスマッピーカードによる消費拡大支

援などを継続して推進するとともに、チャ

レンジブースなどの新たな重点政策の取り

組みを通じて、活力あるまちづくりを進め

ていきたいと考えております。 

なお、民間活力の掘り起こしも景気対策

の一助であるということにつきましては、

今後、ＰＦＩ手法の導入を含め、民間の力

をお借りすることも研究、検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

次に、農業基盤整備についてであります

が、道営土地改良事業につきましては、事

業費の１７％を地元が負担金として支出す

ることとなっており、そのうち、農地整備

においては、工事内容によって農家負担は

７.５％から１７％の負担率で、町負担は

１.７５％から２.３７５％となっておりま

す。 

現在、農村地区の町道整備につきまして

は、土地改良法の規定に基づく事業を実施

しております。 

具体的には、福住地区の町道第８３９号

道路改良工事を実施しており、国庫負担が

５５％、道負担が２８％、町負担が１７％

となっており、整備につきましては、舗装

も含めて令和２年度末をもって完了する予

定となっております。 

また、令和１０年度までに予定している

道営土地改良事業につきましては、地元期

成会要望などにより、農業用排水整備、区

画整理、暗渠排水、客土、除れきなどが主

体工事となっており、本事業の中で農村地

区の道路を整備することとはなっていない

ことから、現段階で土地改良法に基づく農

村地区の町道整備を行う予定はございませ

んので、御理解をお願いいたします。 

次に、女満別空港と美幌町内との公共交

通の取り組みについてでありますが、現

在、女満別空港へ行くためには、北海道北

見バスが運行している女満別空港線、９月

末で廃止とはなりますが、網走バスの美幌

線や循環線、タクシー、ＪＲなどを乗り継

いで行く方法があります。しかし、バスに

ついては、停留所の位置や飛行機の発着時

刻と合わないなど利用しづらい状況にあり

ます。 

このような中、美幌町観光まちづくり協

議会による女満別空港までのコミュニティ

ータクシー実証実験が行われており、町と

してもその動向を注視しているところであ

ります。 

今後、町では、交通弱者対策として、地

域公共交通ネットワークのあり方について

検討を進めることにしておりますが、その

際に、女満別空港へのアクセスも含めて検

討したいと考えております。 

なお、女満別空港ビルの株式譲渡に伴う

収益につきましては、本年度当初予算にお

いて財政調整基金へ積み立てることで予算

計上しておりますが、地域公共交通の環境

整備に必要な経費等が発生する場合におい

ては、事業効果を検証の上、必要に応じて

財政措置してまいりたいと存じますので御

理解をお願いいたします。 

以上、御答弁いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今年度５月か

ら、私も町会議員としてこの議場に立つこ

とになりまして、過年度から始まっている

事業等について、いろいろ調べている最中

でございますけれど、今後、進めるべきい

ろんな計画、既に計画が終わっている、も

しくは年度が決まっていることもいっぱい

あります。 

今回、たまたま町長の重点政策の中の一

部に触れたのですけれど、これの説明があ
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りますけれど、美幌町の今年度予算、要す

るに平成３１年３月に決まった時に、既に

美幌町の計画に基づいて審議をして、既に

終わっているもの、終わらせたもの、また

は追加するもの、このときは町長は町長で

なかったものですから、私と同じく新たな

気持ちでまた進むのかなと。 

ただ、資料を見ましたら、美幌町の総合

計画がありまして、また、同じ厚さで中期

計画があります。 

それ以上厚いのが実施計画、この実施計

画の次に町長重点政策、これのダブってい

ないものでも投資型だけでこの附箋がつい

ているのが全部投資型、これが１０年間で

できると僕は思わないのです。 

整備します、直します、森林も整備しま

す、街路樹も整備します、各幼稚園、学校

も整備します。そういうしたいという希望

ですけれど、全部ができると思わないで

す。 

今回、町長の重点政策の中において、と

りわけ、これはソフト事業も入っています

ので、建物もしくはそういう環境的なも

の、生活環境のものについては、こちらの

実施計画の中に急ぐものが入っていると思

うのです。実施計画と、町長の重点政策を

見ていくと、どうしても予算規模が足りる

のかなと。それで、今回、財政運営計画に

ついてどうなのでしょうということで質問

をしたのです。 

美幌町の第２次財政運営計画を紐解いた

のですけれど、美幌町の第２次財政運営計

画、これに対して公共施設等総合管理計画

があると思うのです。この中を見ますと、

今後の投資型、要するに、公共施設等も含

めた町長の新しい投資のものではなくて、

この中に、トレセン、図書館、公営住宅、

小中学校等も予定されている。年度を見ま

すと、１年後、２年後と、中にはトレセン

が入っていますけれど、あとは先送りとい

うことになっていまして、これらを取り計

らうためには、今、町長が町長になってか

らこの数年間、財政運営の中でどうやって

お金を残すのか。 

今回、基金も役場の本庁舎を建てること

によって取り崩します。ところが、もとも

との財政運営計画では基金を少しふやした

い。この中では、令和２年、令和３年、美

幌町の地方税、譲与税等が延びるという計

画でもって財政計画があるのです。 

今年度は予算書を見ますと９９％当たっ

たのではないかなと。１,３００万円の差だ

ったのですけれど、来年以降、この税収が

伸びない場合、基金の分もふえないのかな

と思っています。 

その中において、回答をもらいました３

物件の建物の起債償還がこの財政運営計画

後に始まるとなると、今現在、財政運営計

画で４年後、３年後の起債のときに大きく

影響があるのかなと思って質問したので

す。 

そして、回答では大きく変更があれば内

容を示してくれるということになっていま

すけれど、町長として、この投資型につい

ての回答の中では、重点政策のところをし

っかりやりたいと書いていますけれど、そ

の他の投資、今後の投資も含めて、投資と

財政が追いつくのか、それとも、緊急のと

きにどうするのか、どうしてもこの財政運

営計画に出ている公共施設等の改修だとか

工事をこの年度を守ってやるのか、変更す

るのか。そういうタイミングというのは、

町長としてはいつごろ考えるのか。 

今回、財政運営計画をつくり直している

と思いますけれど、その中で、また１０

月、１１月から道、国に対して予算申請だ

とか、１２月以降美幌町の予算の検討が始

まると思うのですけれど、その中で、この

財政について町長の大きな考え方を、もう

１回聞きたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ただいま財政の私

の大きな考え方という話の質問をいただき
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ました。 

私の任期は４年でありますので、基本的

には、今回選挙の中でも町民の皆さんにお

話ししたことは、４年の中で大きな投資と

いうのは、私は余り考えておりません。 

それはなぜかというと、教育長時代に、

松浦議員から御質問をいただいた公共建物

３物件、これをある程度、町長と一緒に協

議もさせていただいてきましたし、その実

施に向けて今歩き始めているということ

で、この間については、庁舎を建てるこ

と、それから消防庁舎を建てること、そし

て、教育委員会でかかわった多目的運動場

もつくるということの中において、ある程

度固まるのかなと思っています。 

これからの新たな投資の部分で、緊急的

な部分は置いておいて、通常の部分におい

ては、今まで作っている計画の中で修正を

することによって、そこそこの判断をして

いかなければいけないのかなと思っていま

す。 

ただ、今までやってきたものが将来どう

なるかということは、きちんと置きかえな

ければならないので、ですから、その区間

ということで、今の計画については答弁さ

せていただいたとおり、償還期限が実際に

はその計画から外れるところから始まると

いうことなので、それは、しっかりきちん

と今計画の見通しは、先のことも全部置き

かえて推計している中において、確実に修

正というか、確定させる必要があるという

ふうに思っています。 

これから私が考える、それから従来計画

に載っている部分が、その時期時期でどう

いう形でやっていけるかというのは、やは

りその時期で判断しなければならないとい

うふうには思っています。 

ただそのためには、今修正している内容

が極端にずれていくというか、予想を超え

て他のこれから先に影響するということで

あれば、それは皆さんときちんと考えてい

く必要があると思いますけれど、私の中に

おいては、今までの、これから先々の一つ

の目安としての計画内容は、目安の計画内

容というよりも、今まで実施をしていくこ

とを想定した組み立ての中では、そんなに

将来に向けて美幌町が大変な状況になると

いうような認識は余り持っておりません。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） ３物件の建物の

起債を組んだ場合、実質年間の償還額、比

率ではなく現金ベースはどれだけというの

が結構大きいかと思うのです。 

ただ今回、もう少し早く償還かと思った

ものですから、そうしますと、今度、この

財政運営計画、公共施設等総合管理計画、

あとその他の計画に、実はこの３物件、そ

れとここに書いてある投資型のもの以外

に、各部局の中でもいろんな投資があるの

です。 

この投資というのは、余りいい質問では

ないですけれど、建物だけでなくて、人に

対しても投資ではないですか。教育も含め

て、福祉全体が僕は投資だと思うのです。 

福祉の中には当然教育も入ってきますけ

れど、そういう部分で町長もいろんな政策

を練ると思いますけれど、今美幌町は１０

０億円ぐらいの一般会計です。 

事業のお金が入ってきて１００億円です

けれど、今、美幌町の税収はそんなに極端

に下がっているわけではないと思うので

す。 

ただ、その税収を維持しなければ、今町

長のおっしゃった公共建物が、三つの物件

の償還が始まるときに、既にそのときには

次の償還物件の話が進んでいるのです。 

これ寂しい話ですけれど、任期４年中に

は償還が来ないけれど、任期４年中にはそ

の償還が来ていない建物、来ている建物以

外、次の建物も手をつけるという形が、美

幌町の総合計画であり、財政運営計画にも

示されています。 
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そうなると４年後のこの建物の償還以外

またふえるので、その財源確保を町長はど

ういうふうに考えますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 基本的には今やっ

ているものについては、先ほど言ったよう

に、新たな自分の任期中にはそんなに変わ

らない、ふえないだろう。ただ、今御質問

の中において、そうは言っても計画的なも

の、これから先に後からいろいろ言われて

いるＰＦＩなどの提案のあった図書館と

か、公営住宅の建てかえの部分は、例え

ば、次期にやりましょうと言ったときにそ

れをどう考えるかという話だと思います。 

基本的には、やはり私どもで努力をしな

ければいけないのは、税収が伸びないとな

った中で、そういう事業をやったとき、基

本的には今のやり方でいけば民間とはちょ

っと違います。 

違うというよりも、資金を借りているわ

けではないので、自前の中でいくと、やは

り起債しかない。 

起債の中で、やはり言うなら、多年度負

担の中においての、要はバックされるも

の、言うなら交付税措置が、それに頼ると

いったらおかしいと言われるのですけれど

も、要は、戻るものをしっかり使って進め

るという選択をしていかなくてはいけない

のかなとは思っているのです。 

ですから、もし美幌町が今、言葉は余り

いいイメージでないかもしれないですけれ

ど、過疎債とかを考えた場合、それから今

の緊急の防災・減災という部分の起債を借

りることのように、言うなら、あとのほう

で交付税措置されるということがなかった

ときに、現実的な起債に対する、償還に対

する美幌町のウエートというか、負担にな

る分が軽減される。それを選んで、その中

で、これであればこの起債であれば、言う

ならば、今後町に影響は少ないというのが

積み重なったときに、きちんと財政的に耐

え得るということを選択せざるを得ないと

思いますし、今進めているものはしっかり

それを選んで事業を実施していると思いま

すし、これからその枠にうまくはまる努力

をしてやる必要があるというふうに考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 起債の種類がい

っぱいありますと、なかなかどれが１番い

いのかということは端的に言えません。 

ただ、これは次の二つに絡んでしまうの

で先に言ってしまいますけれど、僕は過疎

債を使うのはいいことだと思います。いつ

まであるのか、過疎債も償還期間が短いの

で単年度償還額が大きいです。僕は一般的

な公共事業債、長期使えば返済額が減りま

すから、年間使える現金ベースを考えた場

合、僕は充当率より償還額をもう少し検討

したほうがいいのかなと。 

ということで、それについて入っていき

ますので、次の総合計画の商業の部分、そ

して農業整備について、同じく起債の件に

触れますので、こちらに移ります。 

１番については、随時町長と意見交換を

します。 

２番目の重点政策については、町長が選

挙のときに示したいろんな文章等を僕も見

ていまして、私もほぼ同じような政策が必

要かなと。 

ただ、こういう政策は、文書になってき

ましたけれど、各部局との打ち合わせ会議

もやっていると思うので、この辺の中身と

いうよりは、このチャレンジブースについ

ての打ち合せをどんな感じで会議をやって

いるのかお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私からは、今回、

政策をやりたいということを担当の部長

に、基本的なものは、今回総務、企画サイ

ドできちんと割り振りした中で、そして、

あとは個々にこういうことをやりたいので

検討するようにという指示は出しておりま
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す。 

ただ、今どこまで実際に進んでいるかに

ついては、私が発言した後に、経済部長が

何か付け加えることがあれば言っていただ

ければいいですし、指示を受けてそれほど

日にちが経っておりませんので、進んでな

ければ別に答弁がなくても結構であります

ので、今、はいと言いましたから多分答弁

はないと思いますので、今は指示して、こ

れから積極的にやるということで理解いた

だければと思っております。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 実は、総合計画

の中身、今美幌町の中でいうこの総合計画

の中で、商店街の景観整備事業で商店街施

設整備事業計画、これが商業者と検討に入

るということが示されているのです。 

現在、その会議等がとまっていると思う

のですけれど、私は、今回あえてチャレン

ジブースから第４次実施計画に触れたとい

うのは、今、商店街活性化という形で、建

物の話もとまっていると思うのです。 

ただ、これについては、中心市街地活性

化基本計画そのものが平成２７年で１０年

計画が終わっていまして、その途中から新

法に入らなかったので、ハード事業補助金

をもらえない。これがとまったままなもの

ですから、それをまた戻すということはな

かなか厳しいと思うのです。 

新たな政策でいくとしたら、再度、再開

発事業を上げるか、計画をつくり直してや

るか、あとは、別の予算を持ってくるか、

やり方はいっぱいあると思うのですけれ

ど、平成１７年度までに、４年、５年かけ

て、都市マス、住マスの計画の中で、商店

街をどうにかしようということで、１８年

ぐらい前に多くの方々が協議したと思うの

です。町長も多分そのときを知っていると

思うのですけれど、僕もその時のメンバー

です。 

今でも商店街の中には、どうにかもう少

し活気ある場所にしたい、どういう方策が

いいのだということを悩んでいる方もいる

のです。 

その中で、僕の質問の中では、商店街か

らは意見交換、意向調査、意向の確認をし

たいという気持ちがあった場合、商店街、

個々の商店も含めて、そういう打ち合わせ

をする場をもって、先にいこうという考

え、町長は十分あるかどうかお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 町の商店街につい

ては、今、松浦議員がおっしゃったとお

り、経済部長も長くやらせていただいた中

で、ただ施設をつくって何かを一丁上がり

という、一つの活性化ということに対し

て、私は賛成できなくて、それでとまった

部分もあるかもしれません。 

私は今の流れの中で、商店街の皆さんが

大きな変革として、全て補助がついて丸々

財源が確保できれば、それは一つの方策と

して説得することも考えられることかもし

れません。 

ただ、今の状況において、そういう大型

事業を持ち込んでやって、かつ、今の商店

街はそこまで皆さんが望んでいるのかとい

う部分では、非常に疑念を持っているとこ

ろがあります。 

ただ、今の商店街では満足できないとい

う若手経営者が出てきたり、にぎわいの概

念が、こんなビルを建てました、何をつく

ったというよりも、今あるもので人が集ま

る、そのことで地域がにぎわっている地域

がたくさんあります。そこにはほとんどお

金はかかっていないのです。かかっていな

いということは、大規模な中心市街地の改

修、投資、それより今あるもの、そういっ

た中でいけば、本当に町を思う人たちの思

いの中で、人の輪が広がるような支援と

か、それから、店舗ですから商店街という

概念からいけば、やはり店舗が何個かなけ

ればいけないことを考えたら、そういう別
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なものにチャレンジをする、要は、何かや

ってみたいという人のチャンスをつくる場

を、まずはつくっていきたいというのがも

ともとの私の発想でもありますし、今もそ

ういう思いであります。 

ですから、シャッターを閉めていること

よりも、ちょっと開けられるなら開けて、

そこで大きな投資よりも、何か整理をする

ことでこんなことをやってみようとか、そ

れから、やりたい人にチャンスを与えると

いうイメージで、今商店街を活気づけたい

という思いは強くあります。今のままでは

全く満足する気はありません。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） もともと商業活

性化の中には、公共の建物を持ってきて、

商業の建物を持ってきて、テナントミック

スと公共施設を入れて、そこを再開発で申

請して次の交付金をもらおうと、これは行

政の建物がなければ無理ですということで

進んでいる話で、行政の建物が途中で決ま

らなくなったので、民間のほうが行政の建

物に結集してしまったという流れです。そ

れはどちらも僕はいいと思わないのです。 

答えを作っておいて、答えが出なくなっ

たので、その答えが間違っていたのかどう

かは、この６年間ぐらい大きくもめている

と思うのです。 

それを言っても、法律も中心市街地活性

化計画も美幌町で終わっていますので、言

えるのは、そのときのゾーニングの部分を

どういうふうに生かすか、今後もそのゾー

ニングでいったほうがいいのかどうかもま

だ議論していないのです。商店街の方々

も、もう十何年前なのでみんなそこまでど

うするかということはないです。 

ただ、今町長の言う、人が集まる場所が

あればにぎやかになる。 

ただ、言えるのは、建物に投資をして経

済効果がある、あれをやったら経済効果が

あるって言っても、美幌町の働く人の数

が、今１万人超える人が働いていますけれ

ど、統計では数年後には減ると言ってま

す。統計で減るけれど、減ったときに働く

人が減った分どこの会社がなくなる、どこ

の会社が倒産するか、１０人いる会社が５

人になるとやっていけない会社もあるので

す。 

そうなると、統計の労働者の人数なんて

いうのは、当てにならない。会社がなくな

ってしまうのですから。 

そうすると、商業界の方々にも頑張って

もらわなければいけない。 

要するに、イベントだとか、一時だけで

なくて、そこで投資すればお金が返ってく

る。経済的にいう乗数効果といいまして、

投資分が利益に出る、その効果の中には、

限界消費性向と言いまして、物を買う人が

いなければ乗数効果がでないです。乗数効

果がないものは、経済の投資が成功したと

はならないです。 

ですから、経済効果というのは、投資し

た先、ものをつくった先がいかに利益を出

して税金を払うか、継承してもらうか、そ

して、従業員を確保するかが経済効果なの

です。 

今ある会社に一時のお金を出すのではな

くて、継承的にやっていくためには、再度

商店街の中に人を集めることも僕は必要だ

と思うのです。 

さっき町長が言った、人が集まる場所が

必要だと、総合計画の中にあった中心市街

地活性化計画の中にもポケットパークが何

個もあったじゃないですか、これは建物と

建物の間のパークですから、建物が建って

いないのでポケットパークも先にいってな

いのです。空き地もある、空き店舗もあ

る、でもポケットパークの審議がされてい

ないので、結果的には店舗ありきの商店街

です。 

空き店舗をどうするかじゃなくて、空き

地をどう利用するか、駐車スペースをどう
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するか、これも僕は今後、商店街の方から

いろんな話だとか、いろんな意見を聞きた

いというのは出てきますけれど、それをど

ういう形でやるかというのは別ですけれ

ど、ぜひ町長の気持ち中で、そういう打ち

合わせ会議については前向きに行くという

ことを経済部に伝えてもらえるかどうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほど、人が集ま

るエリアをつくりたいという部分イコール

施設ではないということは訂正させていた

だきたいです。 

やはり、今ある一つの店舗が点とするな

らば、点がある程度集まることによって、

そこにエリアとしての面ができて、そこに

人が集まるだろう。 

点はどういうものを求めるかといった

ら、やはりいろいろな種類のものが集まっ

てこなくてはいけないので、その不足する

ものに対しては、新たな場所としての空き

店舗などが隣接していれば、そういうとこ

ろに何か他の業種でいろんなことをやって

いただけるという、そういう場をつくりた

いというのがもともと言っていたチャレン

ジブースという話であります。 

中には、一つの業種では成り立たないも

のも出てくるかもしれません。松浦議員も

触れていたけれども、そういった場合に

は、やはり第２起業というわけではないけ

れど、やらざるを得ない。それで食べてい

けなければ、何か別な仕事を持つという

か、店をやれるということもそういう方法

だと思っています。 

前段が長くなりましたけれど、地域とい

うよりも、商店街の人たちといろいろな話

をしっかり平野はやるよということに対し

て、私は今回、そのことを言って町長にさ

せていただいたわけですので、それはしっ

かりやっていきたいと思っています。 

形だけではなくて、どうすることが商店

街という面をつくるということに関して、

しっかりそれはやりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今の投資と財政

計画の中で、僕は財政の中で、美幌町の財

政運営については、本当にしっかりと５年

後、１０年後まで、税収も含めて専門の職

員を今以上にもっと育てる、そういう形を

とってもらいたいと思うのです。 

２年たった、３年たったから異動ではな

くて、この数年間この整備計画があります

ので、しっかりとした長期展望でものを見

る人をつくるべきかと思うのです。 

続きまして、次の質問に入ります。 

今僕がいろんな土地の件を言いましたけ

れど、過去に借り上げ公営住宅をつくった

ときに、美幌町の負担が減るのではない

か、多いのではないかと、結果的には借り

上げ公住は、民間の資本でやった場合、借

り上げ公住に対する投資も、町もあります

けれど、実際に家賃も含めると、ほとんど

町がやろうが、借り上げ公住がやろうが効

果は同じ。現金ベースの話です。 

ただ言えるのは、町が建てていないので

固定資産税が入る。そしてなおかつ、町が

借金をしていないので、起債が多くなって

いない。 

それを考えますと、僕は町でやることに

ついては、借り上げ公住もしくはＰＦＩを

導入できる建物については、一部でもＰＦ

Ｉ、民間のお金を入れたほうがいいと思う

のです。それは、眠っているお金を使えば

経済効果が出る。何かものを買うのです。

ですから、美幌町のお金がない、美幌町か

ら下へいくのではなくて、一般町民から投

資できる方、借入金をしてできる方を動か

すことによって、またお金が動くと考えて

いるのです。 

回答の中でも今後検討してまいりたいと

書いていますので、借り上げ公住、そし

て、図書館もここには総事業費１２億円、

平成３２年からと書いてあります。公営住

宅の今後の変更も含めまして、図書館が１
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２億円かけないといけないのか、１２億円

というと町民会館が１１億円でしたか、が

らんどうの図書館に１２億円かかるのかな

と。 

逆に言えば、人の集まるところですか

ら、教育の場、人の集まるところ、あと

は、休憩所でみんながくつろぐ場を考えま

すと、僕は図書館といえども外れに置くの

でない、人が集まる地区にどうやって誘導

するかというのも、町長のほうでこれから

検討に入るのではなかろうかと思うので

す。 

ただ、借り上げ公営住宅も含めて、民間

でできることは民間にやってもらうという

そういう考え、これが１７年前の考えだっ

たけれど、それは町長、今でも同じでいい

ですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 施設等を建ててい

くときに、今言われた民間にお願いできる

ものについては、私は今でもそう思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） ぜひ、これから

商業界からの意見だとか、多くの町民の意

見交換の中で、いいもの、いい場所に人が

集まって、使い勝手のいい、そして、でき

れば住宅街も商業界も今以上に景観が良く

て人が集まる場所、総合計画にも書いてま

すので、ぜひ、総合計画のとおりできない

のであればできないで、早めに僕たち議会

にも示してほしいし、取り扱ってほしいと

思います。 

先ほど、経済の話をしたのですけれど、

実は農業の土地改良事業の件なのです。 

土地改良事業については、今パワーアッ

プという形で、美幌町負担が１７％、その

うち国と道が出してくれて、美幌町の負担

額が２.３７５％ですか、僕はこれは５％だ

と思ったものですから、極端に下がったな

と。実質、受益者負担が５％だったのが７.

５％になって、７.５％になったまま美幌町

は２.３７５％なのです。 

これは確定ではないですけれど、美幌町

以外の町は５対５にしている町もあります

ので、美幌町は多分オホーツクの中でも唯

一７.５％払っている町の一つだと思うので

す。 

僕が何を言いたいかというと、農業道路

の話をします。 

１億円の農業道路をつくって美幌町で負

担率を考えて、美幌町で一般の公共債を組

んだ場合、美幌町でいうと１，７００万円

ぐらいの借金を１５年で払ったら、年間９

０万円切った償還額だと思うのです。 

これを、町道整備の過疎債で１億円を７

０％の充当率で組んで、３０％を美幌町が

払うとしても期間が短いので年間の返済額

が１００万円を超えるのです。 

となれば、僕は農業の受益者負担７.５％

のうち、美幌町が２.３７５％であれば、も

との５％まで農業の予算にまわしてもいい

のかなと、その場合、年間１億円の道路を

つくってもまだ５％にならないのです。 

１億円となれば、５００メートルの舗装

か、８００メートルの路盤改良工事なので

す。そうすると、年１本ずつ土地改良事業

に１条の道路を入れても、美幌町の負担が

元の農業に対する土木工事の負担額を超え

ないのです。 

それぐらいやるのが１次産業に対する町

長の農業支援の政策でなかろうかと思うの

ですけれど、僕の計算が大きく違っていた

ら申しわけないので、どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、いろいろお話

をいただいた中でいけば、ちょっと理解で

きないところもあったのですけれども、一

つは道路を農業整備の中でということは、

土地改良事業の中に入れて整備をしていく

ということを質問されたのか、他の手法を

使ってやる場合に、土地改良のほうが償還

という、いうなら断片を切ったときの見方
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からすれば、単年度分は少なくなるからそ

っちでやって、そしてその分を農業の負担

に対しての軽減を図ったらと私はそういう

ふうに聞こえたのですけれども、その論理

としてはきちんと成り立つことは成り立つ

のですが、現実にそういう道路のつくり方

の手法としてできるかどうかということに

対しては、私は、そうですねという話はで

きません。 

私はどちらかというとそこが問題なので

す。道路をどうやって町が今後整備とか、

改修していくとか、そのことも含めて、そ

れがどういう手法でやるかということに対

してやはり非常に頭を痛めている。 

ただ、農業の軽減の一つの方法として、

松浦議員が言ったことの論理が成り立つの

であれば、そうですねというような思いは

あります。 

私がお話をできるのは、ここが私の知識

の限界であります。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） こういう考えが

あるのではなかろうかというのが、一般質

問でなかなか書けなかったものですから書

いたのですけれど、農道整備をなぜ急がな

いといけないかというところを町長考えて

ほしいのですけれど、僕も農業関係の支

援、農業の野菜等を販売する会社等に入っ

て仕事をしていますけれど、今、運送会社

のトレーラー化が進みまして、中型トラッ

ク以下の運送が減ってきて、トラックの台

数が減っているのです。 

タマネギも含めて、今トレーラー化にな

って、道路が狭いので農家に入って行けな

いです。 

これは、今後ますます進むのではなかろ

うかと思うのです。Ｔ字路だとか、十字路

を含めて、農家に入っていく道路も含め

て、トレーラーが入っていけない場合どう

なるのか。大変なことです。 

今、農業の集積なり、農家の戸数も減っ

た中で、機械の大型化で多分ＪＡからも農

業の圃場の中の橋梁のつけかえも必要でな

かろうかと言われていますけれど、もう既

に機械が大きくて通れない。 

大きくなければ効率化が図れないので

す。今その効率化を図るために、どこのＪ

Ａも、単協、そして北海道も含めて、国も

農業支援という形で機械化についてやって

います。 

ただ、残念ながら道路と橋を通れなかっ

たら機械が買えないのです。 

町長、ですから、農業が基幹産業の町、

美幌町を支える農業を守るため、そして、

ほこりだとか、傷みだとか、道路ががたが

ただとだめですから、そのためには、最低

でも路盤整備をしないといけない。 

逆に、路盤整備すれば舗装工事ができる

ではないですか。それを逆算していくと、

畑総事業の中に地域からの陳情があった場

合、受益面積だとか、条件の整備はちょっ

と置いておいて、できる限り道のほうから

オーケーが出れば、今ＴＰＰ対策で、この

数年間北海道の予算は農業予算に計上する

ということで、道路予算より農業予算のほ

うが今は補助金が通るということになって

いると聞いているのです。であれば、ここ

数年間に農業の道路整備事業をあげた町が

勝ちです。 

ところが、オホーツクの中で、農家とい

う言い方は悪いのですけれど、生産者に対

する道路の舗装率から考えて、美幌町がオ

ホーツクで１番舗装化されていないです。

小清水町、女満別、津別町は過疎債の関係

で、ふるさと農道と別件でそれ以下の補助

率で道路を直したではないですか。 

美幌町は、ふるさと農道の最後の年に断

っているのです。３キロメートルの道路。 

そのあと、今言った２割から１．１７％

補助金になりましたけれど、ほかの町のそ

ういう移動用の道路はほとんど舗装です。

美幌町はまだまだ砂利です。路盤整備もほ

とんどしません。 
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ぜひ、それも含めて、僕は道営土地改良

事業の中に道路整備も含めたほうが美幌町

の財政は楽になるのでないか、支払いが楽

かなと思っています。 

起債が長く組めますので、そう考えると

農業のほうについては農業の予算としてし

っかり検討に入るべきだと思うのですけれ

ど、町長はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今言われた中で、

農家の方々から橋梁が非常に狭くなってき

ているとは聞いております。 

農道についても、大型化の中では非常に

不便をしているところだと思っています。 

ただそれが、今、松浦議員がおっしゃっ

たような形の中で、しっかりと農家全体と

して、環境整備も含めて理解しているかど

うかというのが、私は今言われたとおり、

そうですねということは感じられないとこ

ろはあります。 

ですから、今までの基盤整備も含めて、

農家としては、自分たちの圃場をよくした

いという思いの中で、どこをどういうふう

にきちんと整備するかとか、その一時期、

言うならば、昔、農家が面をやれなくて、

非常に線を一生懸命やって予算がほとんど

線に変わって、山の中まで舗装化したとか

そういうふうに批判された時期もあったり

した経過の中において、今実際に生産物を

外に出す、外に出すということはある程度

国道まで出せる環境をどうつくっていくと

いうのは、もうちょっと全体的に見て考え

ていかないとというか、例えば、この農家

が野菜をやっている。そこまで大型が入れ

ませんとか、そういう論理の中で、道路を

どうしていくかというのは、余りにも道路

をやるための負担が大きいわけであって、

その辺はきちんと、これも先ほどの商業者

とも同じですけれど、農家の方々と何が問

題化して、今同じ事業でやるならこういう

ことは可能かどうかということの話をして

いかなければ、そういう形に取り組むとい

うのは、私の今の知識レベルでは、発言は

できないというふうに御理解ください。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） あと３分半しか

ないものですから、地域の農家との合意が

あって、地域から要望があるということ

は、地域の要望というのは地域の意向では

ないですか。僕は、地域の要望を無視して

やるということはないです。 

今までも過去十何年間、農道を直してく

れ、整備してくれということで、建設部が

一生懸命やっていますけれど、グレーダー

で削ります。直します。けれども、路盤整

備だとか、側溝整備だとかというのに相当

数お金をかけると思わないのです。 

ですから、畑総の中、要するに、道営工

事の中でできることはやったほうがいいと

いうことを僕は言っているつもりです。１

００％できる場所もないかもしれません。 

でも、それは地域の要望をいかに聞くか

から始まると思うのです。当然、町道の場

合は、道営工事であれば町道は廃道になっ

て、交付税措置が変わりますけれども、そ

れは置いておいて、道路そのものをどうす

るではなくて、地域の要望でどういうふう

に生産額を上げるか、生産に寄与するかと

いうのが、１番最初に僕が言った美幌町の

税収の問題にはね返ってくると思うので

す。働く基盤整備をしなければ税収は伸び

ないと思います。そこの部分をしっかり町

長もやってもらいたい。 

今の道路の予算の話は、単純に言えば、

道営事業でやれば、国と道が相当数出して

くれて、町の負担金は少ないということで

す。僕が言いたいのは。 

農道整備については、僕以外の方も質問

しているので、きょうのここの場はこれで

終わります。 

最後、あと１分ですから、女満別空港の

件を最後に、ぜひ、町長に確認をとっても

らいたいのは、今飛行場への乗り合いハイ
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ヤーとか一所懸命やっています。また、冬

にも観光客はふえるのです。 

やはり、その対策を今後急がないといけ

ないのかなと思いますけれど、まだ実証実

験の結果も出ていませんけれど、ぜひその

辺も踏まえて、打てる手は打ってもらいた

いと思うのです。 

あと、飛行場の株式の関係ですけれど、

ほかの町はそのためにもう１回基金積み直

ししましょうという町もあります。 

我が町も１回一般会計から株として買っ

ているではないですか。買って出たものが

返ってくるなら、同じくまた飛行場と町な

かの今後の整備のために、基金に置いてお

いてもいいのではないのかなと。一回出た

ものが返ってきて、中で使ってしまうので

はなくて、そのまま使ってなくなった交通

の便をどうするかというところに回せば、

やはり僕は基金が必要かなと。 

この財政運営計画に書いています。 

町長、新たな基金の創設というのも、財

政運営計画にも今後のためにいろんな基金

を積まないといけないと。 

ですから、僕は目的に合った基金、これ

はやはりきちんと飛行場に使ってほしいと

思います。 

ということで、あと１０秒なので、町長

一つ返答をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほどの道路の整

備の部分と、農業者の意見という部分も含

めて、この辺はしっかりと話したいと、今

後話していきたいと思いますし、またこれ

からも松浦議員と話す機会は多いというふ

うに理解しております。 

最後、空港の部分については、私が就任

する前に、財政調整基金としての位置づけ

をされております。 

この辺も、町長になってから近隣の首長

からそういう基金をつくれないだろうかと

いう相談も受けたのですが、実際、私ども

はそういう捉え方であります。 

ですからこの中で言いたいのは、要は必

要があった場合に、それはきちんと皆さん

にお話をして、そういう施策というか、町

民にとってプラスになること、それから空

港がより身近にある町として、しっかりア

ピールしていける方法に使っていく方法は

いろいろ考えていきたいと思いますし、ま

た皆さんにも相談していきたいと思ってい

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） これで、１３番松

浦和浩さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時３５分といたします。 

午前１１時２３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君）〔登壇〕 それで

は、通告に基づき一般質問をさせていただ

きます。 

１点目は、峠の湯びほろの将来構想につ

いて。 

２点目として、みどりの村及び博物館の

将来構想についてお尋ねいたします。 

まず１点目、美幌町交流促進センター峠

の湯びほろですが、前土谷町政時代にも、

この質問をさせていただきましたが、今

般、新たに平野町長が町政を担われたとい

うことで、平野町長の峠の湯びほろに対す

る将来像について、その考えをお聞きしま

す。 

道立総合研究機構地質調査研究所による

と、揚湯量も問題ないと以前お聞きしまし

たが、泉源温度は幾度となく低下し、改修

工事が行われるなど、地下資源のことであ

り１００％安心というわけにはいかないか

と思います。 

また、施設の老朽化による改修等調査検
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討業務において、最低でも２億２,０００万

円が必要であるが、町民会館の改修や役場

庁舎の改築など、大型建設事業を控える中

で、直近での大規模改修は難しいともお聞

きいたしました。 

あれから約２年がたち、役場庁舎建設工

事も開始されました。これら大型建設事業

の債務返済等を含む財政運営や泉源改修へ

の不安、新指定管理者の１年半の実績など

を踏まえ、平野町長として、この峠の湯び

ほろを今後どのようにしたいのか、その考

えをお聞かせください。 

２点目、過去４年間の一般質問におい

て、私のみどりの村に対する思いについて

は、２回ほど語ってまいりました。 

その中で、５０年先を見越した計画が必

要ではないかとも提言をさせていただきま

した。 

平野町長も教育長として博物館に携わ

り、プライベートでもみどりの村のイベン

トにかかわってこられました。ぜひ、町長

となった今、平野町長が抱いている博物館

を含めたみどりの村の将来像について、ど

のような思いを持っているのかお聞かせく

ださい。 

以上、２点よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 戸澤議員

の御質問に答弁いたします。 

峠の湯びほろの将来構想についてであり

ますが、平成８年１２月のオープン以来、

町民の健康増進や町の観光拠点施設とし

て、年間１０万人以上の方に利用いただい

ている美幌町の主要な公共施設となってお

ります。 

また、昨年４月からは新指定管理者の運

営のもと、２年目に入った今年度につきま

しては、初年度を踏まえた運営やメニュー

を改善したレストランの定着、ＲＶパーク

の開設などにより安定した経営や集客を図

っていただき、現時点で収入や入浴者数は

昨年よりもふえている状況となっておりま

す。 

しかしながら、施設につきましては老朽

化が進んでいるため、平成２９年度に実施

しました改修等調査検討業務では、平成３

４年度までに外壁や屋根、浴室などの改修

を行った場合、概算で２億２,０００万円か

ら４億５,０００万円が必要であるとの試算

結果が出ているところであります。 

また、去る９月７日に再度湯温の低下及

び温泉水の色に変化が生じる事態が発生い

たしました。 

原因につきましては現在調査中であり、

その内容によっては多額の費用がかかるこ

とも予想されます。 

このような状況から、今後の施設のあり

方や峠の湯びほろの将来像につきまして

は、時間をかけながら慎重に検討してまい

りたいと考えておりますので御理解をお願

いいたします。 

次に、みどりの村及び博物館の将来構想

についてでありますが、みどりの村の今後

の構想について、戸澤議員から過去２回の

一般質問において、具体的に御提案をいた

だきました。 

特に、５０年先を見越した青写真を描か

なければ前に進まないという話は、貴重な

御提案と思っております。 

みどりの村は開設以来、現在まで３０年

以上にわたって、町内外の多くの皆様にさ

まざまな施設を御利用していただいており

ますが、老朽化が見受けられる状況になっ

ており、緊急度の高いものから計画的、優

先的に修繕等の対応をしているところで

す。 

しかし、施設の老朽化の度合い及び耐用

年数を見比べると、現施設の維持管理等を

今後どのようにすべきかとの検討は避けら

れないものと考えております。 

議員御提案のように、５０年先を見越し

て、多額の財政負担を行い、観光拠点とし

て整備することも一つの考えと思います

が、今後の人口減少、少子高齢化社会を見
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据えると、新たな投資はもう少し慎重に判

断していかなければならないと考えており

ます。 

次に、博物館についてでありますが、博

物館は先人の勇気と英知をたたえ、未来を

創造する子供たちの自然や歴史、美術等を

テーマにした調査研究活動、特別展や企画

展、博物館講座等の教育普及活動及び資料

収集、保管活動を柱に運営しているところ

であります。 

このような博物館活動が、町内外の多く

の方々に関心が持たれるようになってきた

ことも一因となり、ここ数年、来館者は増

加傾向にあり、今後も多くの方々にふるさ

と美幌の自然、文化に関心を抱いてもら

い、知的好奇心にこたえられる存在であり

続けるよう、魅力ある博物館活動を進めて

いく考えであります。 

特に現在、博物館情報、資料を活用した

学校授業における体験学習の支援を積極的

に行っており、今後も内容を充実しながら

進めていく考えであります。 

また、手づくり魚道づくりなど地域の住

民、団体などとの連携による活動や、田ん

ぼの学校自然観察会などの外部講師として

支援活動を行っており、今後も広く教育普

及活動を進めていく考えであります。 

博物館は開館以来３０年を経過し、屋根

や外構の老朽化が進んでいるため、適宜修

繕を進めておりますが、一方では、貴重な

資料を収蔵する本館収納庫スペースが寄贈

品の増などにより飽和状態になっているこ

とから、新たな収蔵スペースの確保が必要

となっており、老朽化と狭隘化への対応が

今後の課題であると考えております。 

博物館を含めたみどりの村につきまして

は、体験や憩い、学びの場として、今後も

維持していきたいと考えており、引き続

き、町内外の多くの皆様に親しまれる施設

として運営してまいりますので、御理解を

お願いいたします。 

以上、御答弁いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、峠の湯

びほろの将来構想についてから再質問させ

ていただきたいと思います。 

先ほども御答弁の中でありましたけれど

も、改修等調査検討業務行って、改修、リ

フォームするのに最低２億２,０００万円か

ら最高で４億５,０００万円の費用が必要だ

ということで、平成３４年までは大丈夫だ

けれども、それ以降は必要があるというこ

とで前回もお聞きしたのですが、この中

で、前回、平成２９年１２月に質問したと

きには、総じて大体三、四年は大丈夫だ

と、これは三、四年というと令和２年から

３年ということになるのですが、この業務

の中で、安全性にかかわる調査というのも

行われたのか、例えば、躯体のここの部分

はこういう状況だから、あとどのぐらいし

かもたないとか、あるいは、１番心配なの

は天井のドーム型のねじとかが落ちてきた

りとか、お客さんに当たるとか、そういう

ものも多分心配の材料になると思うのです

けれども、そういった安全性にかかわる調

査も行われたかどうか、この辺をお聞かせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 平成２９年に

実施しました調査につきましては、安全性

という観点、安全性の調査というより、施

設を改修するのにどの程度かかるのか、ま

た、施設の耐用年数を持たせるためにはど

のような施設改修で、どれぐらいというよ

うなことで調査しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 施設を維持するた

めに、耐用年数を持たせるためにはどうい

うリフォームが必要か、どういう工事が必

要かというのは伺ったのですけれども、そ
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の中で、特に安全性という部分ではやって

いないのですか。 

１番心配なのは、ドーム型はつくった当

時非常に珍しくて、非常にすばらしいもの

だと思ったのですけれども、やはり上が木

造ということは、温泉にも弱いということ

になりますので、腐りやすいということ

で、上から落下物があったら、利用客にも

けがをさせることになりますし、その辺の

安全性というのは、この時ではなくてもい

いのですけれども、過去やったことはある

のでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 特にはやって

いないと考えております。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の件でございま

すけれども、安全性に関する調査というの

は毎年やっています。 

当然のことだと思いますので、日常的に

どこが問題かというのは、これは当然毎日

点検をやっている話ですし、構造体とし

て、これはもうあと何年か、金属であれば

腐食しているとか、私も経済部長のとき

に、木の構造体全部を調べさせてもらった

けれども、例えば、この部分であればあと

何年以内ぐらいに改修しなければいけない

というようなことをやっていますので、今

回の金額を出したときには、ここ何年の間

にどこが交換というか、リフォームしなけ

ればいけないということで出していると思

いますので、安全性については日常的にき

ちんとやるべきことであって、日常的にや

っていると思いますし、あとは、建物の検

査で、正式な名前は忘れたのですが、その

中できちんと設備の調査を全部して、問題

があるときには指摘をその調査の中でし

て、改修をしているということをしっかり

やってますので、その辺を御理解いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 先ほどの

天井につきましての修繕ですけれども、平

成２３年度に１度、天井から小さなねじが

落ちてきたという経過がありまして、２３

年度に大がかりな工事を実施しておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 安全に関しては、

日々確認をして、危ないところは改修して

いるということで認識をいたしました。 

それを含めて、改修等調査検討業務もや

って、その中で、大体四、五年後には必要

だという結果が出たということで理解をい

たしました。 

次に、温泉の源泉の話をさせていただき

たいと思うのですが、前回の平成２９年１

２月の質問のときに、揚湯温度は当時まだ

改修工事をしていませんでしたから３６度

で安定傾向にありますと、お湯が湧き出る

量、揚湯量も問題ない、枯渇することはあ

りませんということで回答いただいたので

すが、その辺も含めて今の状況どうなの

か。 

揚湯量も当時から２年半経っていますか

ら変わっているのか、また、特に温泉の温

度、前回質問してからまた温度が下がって

改修して、今回また温度が下がったという

ことがありましたので、その辺は地下資源

のことなので、私は１００％安心できない

というふうに前から言っていたのですけれ

ども、その辺は今どういうふうに考えられ

ているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の源泉の状況を

お話しさせていただきますと、事前に皆様

にも話ししたのですけれども、やはり温泉

の温度と湯量というのは非常に運営する上

で大事な要素であります。 

私が町長になる以前、当時は３６度で安

定していたので、少しでも加温する、言う

ならば、燃料費を軽減するために再度調べ

たら、もともとはもうちょっと高かったの
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です。 

もっと深い位置の温泉は温度が高いとい

うことで、途中から流入している温泉水を

とめる作業をして、全体の温度を４０度超

えるような形に改修できたと聞いておりま

したけれども、最近、結果的に３６度、３

７度、自噴はしているので３７度にまで上

がっているのですけれど、その３６度前後

の温泉の層の圧が強くて、それが結果的に

今までの地下の温度の高いところに流入し

ないようにとめていたのですけれど、それ

が壊れてしまって、ちょうど質問をいただ

いた状況の３６度となっている状況であり

ます。当然、湯量は自噴しています。 

今までは温度が高いということで、ポン

プでくみ上げていたので、かつ、湯量もそ

んなに多い量ではありませんでした。 

今については、自噴して、量もたっぷり

出ているということで、答弁書にも書いた

のですけれども、あえて温度を上げること

に再度お金をかけてチャレンジをするか、

それとも３６度かつ自噴、今までのポンプ

を回さなくてもいいとか、それから量が多

ければ、要は熱量はたくさんとれるわけで

すから、それを例えば洗い水なんかに変換

させるとか、そういういろんなことを検討

しながら、私の今の考えでは、今回、温度

が下がったことに対しては、その状況を維

持することが望ましいというよりも、いい

のかなという考えを持っております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 次の質問を町長に

言われてしまったみたいな感じなのですけ

れども、私も、あえて直して温度を高くし

てくみ上げる必要性があるのかというとこ

ろはやはり疑問に思っていたのです。 

そこで、今、チップボイラーで多分温泉

を沸かしていると思うのですけれど、大体

年間で水道光熱費だと支出全体の１７％か

ら２０％ぐらいです。大体２０％前後ぐら

い。 

それから、燃料費、これが多分ボイラー

のお湯を沸かすために使っている経費だと

思うのですけれど、これが大体一五、

六％、支出の金額でいうと大体１００万円

ぐらいです。１００万円から百二、三十万

円だと思うのです。 

それで、これは今チップボイラーで多分

やっていると思うのですけれど、やはりチ

ップボイラーのほうが安いのか、Ａ重油の

ほうが安いのか、その辺はどういうふうに

計算されているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

の御質問でありますけれども、現在、チッ

プボイラー、それからＡ重油ボイラー両方

併用で運営しております。 

金額的にどれぐらい違うかといいます

と、チップボイラーにつきましては、なか

なか年間通して稼働している期間が短く

て、単純に１年間の比較ができない状況で

あります。 

ただ、チップボイラーを使用しますと、

若干金額的に安くなると考えております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） チップボイラーの

ほうが安いけれども、年間通して稼働でき

ていないというのは、要するに容量が足り

ないのか、何か原因があって年間通して運

用できていないのか。 

この辺の理由を教えてください。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） チップボ

イラーにつきまして、なかなか１年間通し

ていないというのは、チップをタンクに運

搬する際に回す機械があるのですけれど

も、そちらにひっかかったりしてそこで止

まってしまうというトラブルなどがありま

して、基本的にトラブル発生で、それを修

繕する期間のために１年間通していないと

いうのが現状です。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ
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ん。 

○１番（戸澤義典君） 確か、このボイラ

ーを入れるのに１億円ぐらいかかっていた

のではないかと認識しているのですけれ

ど、余り１億円の成果が出ていないのかな

というところだと思いますけれども、あ

と、町長の答弁で、時間をかけながら慎重

に検討していきたいということで御回答を

いただいたのですが、残念ながら、私が平

成２９年１２月に質問したときにも時間を

かけながら検討したいということで前の町

長にも御回答をいただいて、あれから２年

半たっているのです。指定管理者ももう１

年ということで、残り３年を切っていま

す。その間にどうするのか決めてやらない

と、指定管理者としても、１年前にやめ

る、半年前にやめるとなると困ると思うの

です。 

やはり、最低でも１年以上、せめて２年

はあけて、どうしますということで言って

あげなければならない。そのためには、時

間をかけていられないと思うのです。 

でも、今回ＲＶパークも整備したから、

心のどこかには継続していくのかなという

思いがあるのですけれど、いずれにしまし

ても、考え方は単純だと思うのです。 

温泉事業をやめるのか、継続するのかで

す。 

継続するのであれば、今の場所でいいの

か、あるいは違う場所がいいのか。 

今の場所だとすれば、建てかえたほうが

いいのか、改修したほうがいいのか。 

いろいろあると思うのです。 

今の場所は、やはり前にも言ったのです

けれど、ドームの屋根が高いということ

は、水道光熱費、冬の暖房費がかかると思

うのです。 

それから、施設が大きい分、お湯を沸か

す量も必要になってくるので、燃料がかか

ると思うのです。 

そういうことを考えると、全て考えてど

うしたらいいのかということを、もう２年

半たっていたからやっていたのかと思った

のですけれども、いまだに時間をかけなが

らということだったのですが、その辺も踏

まえて、もう一度町長にお聞きしたいので

すが、いつぐらいまでに結論を出そうと考

えているでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほどのチップボ

イラーについては、私が経済部長の時に入

れて、導入に関しては国の補助で、ほとん

どお金はかかっておりません。１００％に

近い補助で、重油とチップを比べた場合に

は、当然チップのほうが安いです。その中

で、燃料とするチップをどういう物をたく

か。物はドイツ製なのですけれども、チッ

プの中でいけば、例えば、生木をチップに

して、製紙工場などに提供されるチップを

たく場合、含水率が高いので、やはりかな

り量を使う。 

それから、私はよく今言っているのです

けれども、産廃の中で出てくる木材をチッ

プにして売っているところもあるのです。 

そういうものを使えば乾いていて含水率

が少ないので、先ほど言った、ためる倉庫

のタンクからチップを燃やすときに供給す

るところがドイツ製のためになかなか日本

で直せない。そんなに難しい構造ではない

ので、日本というか、美幌でも直すことが

できるようになったので、基本的には私は

チップボイラーを使いなさいという話をし

ております。 

それで、多分重油との比較で、かなりと

はいきませんけれどもオーダー的には、今

の重油単価でいけば年間５０万円ぐらいは

きちんと使えばメリットがあると理解して

おります。 

それから、これからの峠の湯についてど

うするかという部分については、やはり町

が維持するためにどれだけお金を費やすと

いう、それがやはり線引きだと思うので

す。 

一つは、今回の答弁の中でお話しさせて
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いただきましたけれども、調査の中で、２

億２,０００万円から４億５,０００万円の

試算をしている中で、私はこの金額を出し

てまで維持は難しいという考えを持ってお

ります。温泉ということに対して。 

残念ながら、やはり今、維持管理をして

いただいているところで何に１番かかって

いるかというと、やはり温泉水が安定はし

たとしても低いことによって、加温するま

での燃料代と人件費、要は掃除をしたり、

私も中身を見たときに何でこんなに人件費

がかかるかといったら、広過ぎるのです。

北見の人気のところを見させてもらったと

きに、人件費も人工を見た時に少ない。 

でも、私どもの施設においてはそうはい

かなくて、全部開放されているから全部暖

めなくてはいけない、それから全部掃除し

なければいけないと、その辺を見きわめた

中で維持管理するところ、ですから、今、

指定管理を１年過ぎてやっていただいてい

ますけれども、やはり方向としてはいつま

でも待っていられないので、できればこの

１年ぐらいの範囲で方向性は出したいとい

う思いはあります。 

だから１番いいのは２年ぐらいのところ

で、今後の見通しを出してあげられればい

いのでしょうけれども、何とか少しでも早

く、ですから、判断する一つの考えとして

私の中で持っているのは、新たな投資をす

る時期と、それから、今維持管理をするた

めにどれだけ町が持ち出すかということの

分析を私なりにもさせていただいておりま

す。 

それと、今、会社にお願いしいてるの

は、当然、今の委託費の中で従来やってこ

られた２社についても赤字でありました。

それを新たな提案の中で、会社として何が

できるのかということもお願いしていま

す。 

そういう意味でいけば、レストランを非

常に頑張っていただいて、リピーターが多

くなってきて、ここである程度収入も得ら

れるとなったときに、それでもまだまだ全

体のマイナスを埋めるには足りないという

中において、何か次の手、町としても、そ

れから委託を受けた会社としてもできない

かというお願いもいろいろさせていただい

ているところで、いずれにしても、私はそ

んなに時間はかける気は全くありません。 

ちょっと長くなって申し訳ございませ

ん。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） どんどん施設は古

くなりますので早目に結論を出して、行政

側だけでは当然出せないと思います。 

当然、現在温泉を利用している方には、

なくさないでくれという御意見があるでし

ょうし、ランニングコストが年間２,０００

万円もかかっているならやめてしまえとい

う町民の方もいらっしゃるでしょうし、や

はりいろんな意見を全部聞いて、行政とし

て判断しなければならないということは

重々承知していますが、２億２,０００万円

かける前に、やはり結論を早期に出すべき

だと思いますので、ひとつ御検討いただき

たいと思います。 

次に、博物館について再質問させていた

だきますが、先日、町長の総合計画とか、

総合計画に入っていない重点政策というこ

とでいただきました。 

私は非常に残念なのが、これを見まし

て、活力あるまちづくり、美幌の美を守る

まちにということで町長が公約で上げてい

るのです。その中に、美幌峠、峠の湯など

での自然を生かした体験観光の推進と支援

を行うということで載っています。 

何でみどりの村が入っていないのかと私

はがっかりしたのですが、多分そうではな

くて、経済部長を経験した町長だから真意

があるのだろうと思ってみていたのです

が、この辺、あえてみどりの村を抜いたと

いう真意をお聞かせいただければと思いま

す。 
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○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 意識して抜いたわ

けではないのですけれども、私はみどりの

村の最初の立ち上げ、実は用地取得からか

かわりました。 

当時、土地開発公社の仕事を手伝って、

いろいろな建物を建てるときも、それから

経済部長の時はエコハウスも、言うなら

ば、１億円を勝ち取って建てさせてもらい

ました。全額国のお金でです。 

そういった中でいくと、私が望んでいる

のは、やはり町民憩いの場であってほしい

という思いがあります。 

観光客がたくさんくることは本当に喜ば

しいことなのですけれど、今、非常に博物

館がやはりいろいろな外に出ることによっ

て、言うならば、大人の方もそうですけれ

ど、親子で来てくれるフィールドにしたい

という思いはすごく今でも持っています。 

それが非常にイベント等もやったときに

親子が来て、昔は全然来てくれませんでし

た。 

親子で来て、あそこで遊んでくれると

か、それから、戸澤議員もかかわっていた

だいていますけれど、桜を植えて、皆さん

が憩いの場でそこへ行ったり、そして、夜

はライトアップを見たりとか、もうちょっ

と町民のかかわるエリアとしてしっかり育

てていきたいという思いがあって、欲を言

えば、スキー場もあるし、フィールドも、

当時かかわったときには水田を潰して、Ｒ

Ｖパークみたいなことを考えたこともあり

ました。 

でも、本当に町民が大事にできるエリア

として、育て上げたいという思いで、仕事

もそうですけれど、プライベートでもかか

わってきた真の思いですので、皆さんや観

光客がどんどん来るようなことをやったら

いいというような提案を戸澤議員は言われ

ていますけれど、気持ちはそこまで動いて

いないのが正直な気持ちであります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） あと、回答の中

で、新たな投資はもう少し慎重に判断して

いかなければならないと考えているという

ことでお伺いしたのですけれども、この新

たな投資というのは、私はよく意味がわか

らなかったのです。 

何を指しているのか、例えば現施設を充

実するために何か新たな施設をつくるとい

う考えなのか、それを私が言って、そうい

うふうに受けとめられているのか。 

例えば、私がみどりの村に何か新たな施

設をつくれ、だから新たな投資がかかるの

だと解釈されているのかその辺をお聞きし

たいのですが。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほど、峠の湯と

比べた場合に比較にはならないのですけれ

ども、峠の湯というのは温泉施設としての

施設なのです。 

みどりの村というのは、上に森林公園も

あって、下にフィールドがあって、やはり

施設プラスフィールドというか、そういう

思いがあるのです。 

ある意味では、現施設の、特に言ってい

るのは博物館をどうこうというのは余り私

は考えておりません。 

博物館は、やはりしっかりと充実させて

いきたいというふうに思っていますし、中

にいる学芸員の人たちが頑張っている部分

もあって、非常に評価も高いし、教育施設

でもあるという認識は持っています。 

今考えているのは、要はグリーンビレッ

ジのことであります。 

当時、構造改善事業でつくったのですけ

れど、これもある程度古くなって、建物は

更新を考えなければいけない。 

そういったときに、建てかえにするのか

ということもありますし、あとは民間で、

後で質問される議員からも質問されていま

すけれど、上の森林公園を使って、いろい

ろ遊べる大型の難しい構造のものではない
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のですけれど、そういうものに投資したら

どうだという話もありました。 

それから、民間でやれないかということ

で、非公式にいろいろ相談にのったことも

あって、ですから、新たな投資というの

は、町自身が今の建物、特にグリーンビレ

ッジの建てかえとか、それから森林公園内

に大きな施設をつくるとか、遊具を基本と

した施設をつくるということを早急にやり

ましょうという判断は今のところ慎重にし

なければいけない。 

ただ、他のところとの違いは、物がなか

ったとしても今までの歴史として、皆さん

が大事にしてきたフィールドとして、例え

ば、桜が咲きますとか、それからキャンプ

場があって、建物がなくてもほかからその

エリアに、最小限のトイレとか水は要りま

すけれど、人が来てくれるということに対

しては、これからもしっかりやっていける

という思いで、新たな投資ということはあ

えて入れさせていただきました。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 前回も５０年先と

いう話をさせてもらっています。 

それで、この真意というのは、例えば、

東藻琴にある芝桜、これは何十年前に１番

最初にやった時には本当に小さいスペース

だったと思うのです。 

それが今はもう全道、全国から観光客が

来る一大イベントとなって、非常に整備さ

れています。 

あれも当初からあのようにしようと思っ

ていたかどうか私もわかりません。 

しかしながら、結論的には逐次拡充され

て、あれだけ立派な施設になったというい

きさつがあると思うのです。 

そういう長期構想を持って整備すること

によって、投資する金額が少なくなるので

はないかと思うのです。例えば、ことしは

これだけ大きいものをつくりたい、整備し

たい。でも、ことしはお金がないから１０

分の１やっていこうと、それを１０年間続

ければ１０分の１０になるわけです。 

そういうイメージの中の整備を含めて５

０年先というふうな表現でさせてもらっ

て、前回もそういうふうに言わせていただ

いたのです。 

だから、そういう計画がないのにいきな

りつくるとお金がかかる。でも、みどりの

村に、例えばこういう施設をつくりたい、

でもお金がない、基金をつくる、それも一

つの手だと思うのです。 

でも、そういう構想がないとつくれない

と思うのです。 

だから、そういう計画をつくって、思い

描いて整備していくことが１番重要ではな

いかと思うのですが、その辺はどうでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 考え方としては、

戸澤議員がおっしゃったことはそのとおり

だと思っております。 

私もみどりの村については、昔からずっ

とかかわってきたこともあって、フィール

ドを広げられないだろうかという思いがあ

ります。 

ですから、芝桜とか、それからゆりパー

クとか、本当に美幌もどこかでつくりた

い、みどりの村でやりたい、スキー場にそ

ういうものができないだろうかとか、なか

なか斜面にそういう花を植えたりすること

は、やはり雪を張りつけることと併用させ

ることは難しいとか、あのエリアにもう少

し土地を買えないだろうかとか、裏山につ

いてもありますし、横もスキー場の間につ

いても、自然が守られているエリアもあっ

て、その中で、やはり手を加えて、広げて

いくということは皆さんどう思うかわかり

ませんが私は難しいと、エリアを広げると

いうことに対して。 

ただ、博物館があることによって、子供

たちが、それから町民が、自然と親しむ場

所としてのかかわりの場所とか、それから
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学びの場としては、博物館を核として小さ

なエリアでも十分にできるだろうという思

いがあって、先ほど言ったとおり、余り観

光として大々的にあそこに人に来てもらう

という考え方よりも、本当に町民の家族が

大事にしていくエリアとしてしっかりと皆

さんと大事にしていきたいという思いが強

いというのは、そういう意味でのつながり

ではあります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 町長のみどりの村

に対する思いは十分伝わってきました。 

そこで、教育長に聞きたいのですけれど

も、職員の中で野鳥に詳しい職員はおられ

るのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 学芸員でおりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） これも前にお話し

させてもらったのですけれども、みどりの

村は非常に野鳥の多いところらしいので

す。 

結構、全国的にも口コミで有名になって

いて、野鳥を見にわざわざみどりの村まで

来られるという方も中にはいるそうです。 

その辺をもっと博物館と連携してＰＲで

きるのではないのかなと。これが公社と博

物館の連携になってくると思うのですけれ

ど、そういうことはお金がかからないと思

うのです。ＰＲだけですから。 

例えば、みどりの村で実際に写真を撮っ

てホームページにアップするとか、非常に

宣伝効果になると思うのです。何月ごろに

は珍しいこういう鳥がいますよと。 

この辺どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ありがとうござい

ます。 

野鳥が多いという認識はしていましたけ

れども、今、おっしゃっていただいたよう

な、そういうふうに見に訪れる方が多いと

いうことについて、今お話しいただきまし

たので、少しでもあの場所に来ていただけ

るような、ＰＲをしていきたいと思います

し、昔は遊歩道があって、あの中でチップ

を敷いてそこを歩くとか、そういう運動の

エリアも、自然に親しみながらというよう

な整備もしたりしておりましたので、町民

だけでなく、町内外から多くの方が来てい

ただけるＰＲを積極的にしていきたいと考

えております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 最後に確認の意味

を込めて、最後の質問をさせていただきた

いと思うのですけれども、みどりの村のあ

り方検討委員会、これは副町長が理事長に

なって、９名の要員で構成されて検討委員

会を立ち上げていると思うのですけれど

も、その中で前回、私の質問で５０年先の

話をしたときに、ぜひその話を次回の検討

委員会で委員の方に話してみます。議論の

場に上げますということをおっしゃいまし

た。 

それから、利用者の方、要するに、役員

９名がほとんど公社の人間と博物館の人た

ちということで、ほとんど民間の人がかか

わっていないということで、アンケートも

いろいろとられているということでしたけ

れども、そういう民間の方の意見を聞い

て、委員会を開催します。開催するように

検討しますということで２点お答えいただ

いていたのですが、内容についてどうだっ

たのか、最後に副町長からお答えいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 平成２８年３

月の定例会で御質問をいただいたと思いま

す。 

それ以降につきましてですが、あり方検

討委員会９名で構成をしておりまして、検
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討会８回を開催いたしました。 

そのほかの御質問いただきました外部の

生の意見を取り入れているかどうか、取り

入れて検討をということでありましたの

で、農産物加工室は、利用主体となるＪＡ

や自治会の女性部、普及センターの生活改

善指導員等の意見を伺っております。 

また、民間団体としては３団体、美幌ニ

ューツーリズム開発委員会、観光物産協

会、桜の名所をつくる会からも御意見等を

いただいて、提言書としてまとめられたも

のでございます。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまのみど

りの村あり方検討委員会の提言を受けての

お話をさせていただきましたけれども、実

質、検討委員会はその後はなくなってきて

おりますので、この提言を受けまして、今

お話のありました関係団体等含めまして、

今後は町長がお話ししたように、町民、近

隣町村の方々の憩いの場として施設整備が

できるような形で今の理事、評議員もいま

すのでその方々と意見交換をしながら、ま

た、関係団体の方のお話を伺いながら、み

どりの村が本当に美幌町のよき財産となる

ように進めていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） すみません。 

最後と言ったのですが、気になる答弁を

いただきましたので、あり方検討委員会は

なくなったということでいいのですか。 

今なくなったのでと聞いたのですけれ

ど、なくなったとすれば、なぜなくなった

のか、それにかわる組織があるのかどうか

お聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） みどりの村につい

ては、管理については副町長がトップとし

て、みどりの村振興公社が管理しておりま

す。 

その中で、今後、みどりの村をどうした

らいいかということを踏まえて、提言をい

ただこうということで美幌みどりの村あり

方検討委員会を立ち上げて、そこでいろい

ろな今後の方針を論議していただきまし

た。 

その中である程度まとめて、そのことを

町長にこういう提言をいたしますというこ

とで終わっております。 

ですから、そのまま継続して、これから

もその都度協議をされるという組織ではあ

りませんので、今副町長がお話ししたの

は、今のみどりの村の公社の運営される理

事とか、評議員の方々が法人でありますと

いますので、その中でしっかりと論議をし

ていきたい、その中で、まだまだ将来の部

分では論議する内容が足りないので、また

新たなものをつくって、そこで協議をする

となれば、それも一つの考えということで

ありますので、その辺は、みどりの村振興

公社の進め方にゆだねたいというふうに思

っております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） はい、よくわかり

ました。 

いずれにしましても、町民、あるいは利

用者の意見を聞いて改善していく場はある

ということで安心しました。 

ということで、みどりの村の将来の構想

につきまして、町長の考え方がよくわかり

ましたので、私の質問は終わらせていただ

きます。 

○議長（大原 昇君） これで、１番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時４０分といたします。 

午後 ０時２３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時４０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 



 

－ 29 － 

通告順により発言を許します。 

９番藤原公一さん。 

○９番（藤原公一君）〔登壇〕 私から

は、さきに通告しておりました２件、手話

言語条例についてと、美幌町におけるＳＤ

Ｇｓの取り組みについて質問させていただ

きます。 

まず最初に、手話言語条例についてなの

ですけれども、にわか覚えですけれども手

話で質問させていただきたいと思います。 

それでは、美幌町における手話言語条例

制定の考えについて。 

北海道では、平成３０年４月１日施行、

北海道意思疎通支援条例、北海道手話言語

条例が施行されました。近隣では、網走市

が本年４月１日に施行され、手話が言語で

あるという認識が広く認められました。 

また、美幌町議会でも平成２６年６月定

例会において、意見書が提出され、決議さ

れております。 

オホーツク管内においても、美幌町に手

話言語条例が設置されたならば、近隣の町

村にも波及し、福祉の充実した町につなが

ります。町長の所信表明にもありました地

域包括ケアシステムの深化にもつながる条

例の一つと考えられます。 

また、第２期美幌町障がい者計画４０ペ

ージ、コミュニケーションの推進、聴覚障

がい者支援の中にも、手話通訳者、要約筆

記者の確保に努めますとの記載もありま

す。 

手話は言語であるという認識を深めるた

めにも、町民１人１人が差別なく暮らせる

ためにも、また、手話の普及のためにも、

美幌町として、手話言語条例の制定の考え

について伺います。 

２番目の質問です。 

美幌町におけるＳＤＧｓの取り組みにつ

いて。 

国際社会２０３０年まで達成を目指す持

続可能な開発目標ＳＤＧｓの美幌町として

の取り組み状況について。 

持続可能な開発目標ＳＤＧｓは、世界全

体の目標であると同時に、私たちが暮らす

北海道地域の目標であります。 

ＳＤＧｓは、２０１５年に国連で合意し

た貧困や環境保全、教育、平和などに関す

る１７の目標です。誰一人取り残さないと

の基本理念に基づき、日本を含む全ての国

連加盟国が２０３０年までの達成をするこ

とを目標にしております。 

例えば、今回法整備されました食品ロス

削減法もＳＤＧｓの１７の目標の中にあ

る、つくる責任、使う責任の中に、２０３

０年までに世界全体の食料破棄を半減させ

るとの具体的な目標があります。 

日本においても、２０１６年値総量で約

２,７５６万トンのうち、スーパーや家庭小

売り、消費段階での食品ロスは６４３万ト

ンとの政府からの報告もあります。 

道内においては、下川町は豊かな森林資

源を生かしたまちづくりを進めており、２

０１７年に政府の第１回ＳＤＧｓアワード

で最高賞の内閣総理大臣賞を受けており、

人口減少が緩和され、個人住民税収が増と

なり、持続可能な社会を実現できたとの評

価を伺っております。 

今後、美幌町でも企業や民間団体との連

携のもとで、第６期美幌町総合計画に照ら

し合わせ、一つ一つＳＤＧｓのどこの目標

に該当するのかを明記すべきと考えます。 

今後、美幌町としてのＳＤＧｓに取り組

んでいくのか伺います。 

以上、２点よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 藤原議員

の御質問に答弁いたします。 

美幌町における手話言語条例制定の考え

方についてですが、平成２３年の障害者基

本法の改正や、平成２６年の障害者の権利

に関する条約批准において、手話が言語と

して明確に位置づけられました。 

また、北海道では、平成３０年４月より

北海道手話言語条例を施行しているところ
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であり、手話が言語であるとの認識の普及

や手話を習得する機会の確保という内容が

規定されております。 

本町におきましては、平成２９年３月策

定の第２期美幌町障がい者計画及び平成３

０年３月策定の第５期美幌町障がい福祉計

画及び第１期美幌町障がい児福祉計画に基

づいて、手話通訳者、要約筆記者の確保に

努めるとともに、点字、朗読ボランティ

ア、手話、要約筆記ボランティアの確保に

努め、意思疎通を図ることが困難な障がい

者等の要望があった場合には、迅速に対応

できる体制整備に努めることとしておりま

す。 

御質問の美幌町における手話言語条例制

定の考え方につきましては、平成３０年１

２月定例町議会において、戸澤議員からも

同様の御質問があったところですが、道条

例の普及、啓発を図りつつ、調査、研究を

進めていきたいと答弁させていただいてお

ります。 

本年７月には、手話サークル美幌手話の

会ピポロと意見交換をさせていただき、講

座や研修会等を通して、１人でも手話に興

味を持ってほしい、手話通訳者の資格を取

得するのは難しいことから、手話検定を受

験することで、コミュニケーション能力を

高めていく等の意見をいただいたところで

す。 

このことから、条例を制定された市町の

状況や手話サークルの御意見を踏まえ、町

としましては、手話の普及啓発や手話講習

会の開催等について積極的に取り組み、条

例制定のための基礎づくりを進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜り

ますようお願いいたします。 

次に、美幌町におけるＳＤＧｓの取り組

みについてですが、平成２７年９月に国連

において掲げられたＳＤＧｓは、全世界共

通の目標として、貧困の撲滅、格差の是

正、教育、環境、平和など、経済、社会、

環境の三側面に全て対応した、誰一人取り

残さないという理念を掲げており、その実

現に向けては、各国政府にとどまらず、地

方公共団体や企業、地域団体などがそれぞ

れ主体的に取り組むべき大事な課題である

と認識しているところであります。 

平成２８年４月に策定しました第６期美

幌町総合計画では、将来の目指すべき姿

を、「ひとがつながる みらいへつなげる 

ここにしかないまち びほろ」と定め、五

つの基本目標に基づき、さまざまな施策を

展開しておりますが、その理念について

は、ＳＤＧｓの考え方と合致するものと考

えていることから、今後、基本計画の見直

し時期に合わせて、ＳＤＧｓの考え方を組

み入れるとともに、分野別計画などにつき

ましても、策定・改訂に合わせてＳＤＧｓ

の要素を反映させてまいりたいと考えてお

ります。 

また、ことし６月に閣議決定されまし

た、まち・ひと・しごと創生基本方針２０

１９においても、次期の総合戦略について

は、新たな視点としてＳＤＧｓを原動力と

した地方創生を掲げているところであり、

現在、本町でも策定作業を進めておりま

す、第２期美幌町まち・ひと・しごと創生

総合戦略においても、ＳＤＧｓの考え方を

組み入れて策定することとしております。 

なお、ＳＤＧｓの推進に当たりまして

は、町民や企業、地域団体、ＮＰＯ、教育

機関など、広範で多様な主体と行政が連携

し、幅広い分野や地域でさまざまな取り組

みの展開が欠かせないものであることか

ら、広報等を通して積極的に普及啓発を行

うとともに、今後とも持続可能なまちづく

りを実現するため、さまざまな場面でＳＤ

Ｇｓの考え方を取り入れながら進めていき

たいと考えております。 

以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） それでは、手話の
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ほうから再質問させていただきます。 

先ほど、私は手話で質問させていただき

ました。私も美幌手話サークルに本年５月

に出会い、講習会や講座に参加させていた

だいております。本年５月なので、４カ月

間の手話の学習なので、先ほどの質問と手

話があっているのかどうかはっきりしてお

りませんけれど、後ほど手話サークルの皆

さんに動画を確認していただきたいと思っ

ております。 

手話サークルに参加させていただいてお

りますが、講師はろう者の方です。その方

を通じて、ろう者の方々と出会う機会も多

くなりました。コミュニケーションの方法

はやはり手話で会話するのですけれども、

まだまだ私は勉強不足を感じております。

私は口の動きだとか、手振り、顔の表情と

かで読み取ろうと努力しております。 

手話は、ドラマ星の金貨をきっかけに一

度手話ブームが起きましたが、手話を習い

たい人がどんどんふえたわけではありませ

ん。 

美幌町は手話通訳者の確保、要約筆記者

の確保に努めるとの回答ですけれども、役

場職員の中に、通訳者まではいかなくと

も、手話で会話できる程度の人は何人ぐら

いいるのでしょうか。 

まずお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、役場職員の中には、

恐らく手話で会話できる者はいないと認識

しております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 平成３０年度の戸

澤議員の質問でも、啓発を図りつつ、調査

研究を進めてまいりますとの御答弁もあり

ました。 

その間９カ月ございます。調査研究は、

先ほどの答弁にもありました手話の会の意

見交換会、また、ふれあい広場にも民生部

長が手話歌などに参加しておりましたが、

条例制定に向けて前進していると判断して

よいのでしょうか。 

それとも、今後また基礎づくりで終わっ

てしまうのでしょうか。 

町長の考えをお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の御質問でござ

いますけれども、答弁書にも書かせていた

だきましたけれども、条例を制定する以前

の基礎づくりとか、それが余りにも進んで

いないという認識であります。 

ですから、ゴールが条例ではなくて手話

を使うこと、言語として日常的に使えると

いうことが、やはりこれから大切なことで

ありますので、そのゴールが手話の条例を

つくるということは、今の段階でははっき

り言えません。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 何かすごい残念な

答弁だなと思っておりますが、９月８日に

旭川市において、全道ろうあ者大会という

ものがありました。私もそこに参加させて

いただき、ろうあ者が困っていることや、

取り組んでいることを学んできました。 

そのろうあ者大会で、北海道で初の手話

言語条例を制定された元石狩市長の田岡氏

の講演を聞かせていただきました。その中

で、元市長は石狩市のろうあ者と何度も何

度も意見交換をされ、条例ができたと訴え

られております。 

今回、私が手話言語条例の質問をします

と言ったところ、手話サークルピポロの会

は本当に喜んでくださいました。手話を言

語として必要な方が応援してくださってお

ります。 

私がなぜ美幌町にも手話言語条例が必要

であるかを取り上げたのか。その背景に

は、新得町長も町政執行演説の中で訴えて

おりましたが、ろうあ者とともに生きるま
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ちづくりを進めるため、手話が言語である

という認識に基づき、手話の理解と広がり

を持って地域で支えあう、住みよいまちを

目指しますという町政執行演説をされてお

ります。 

まさしく地域で支えあう町、手話の理解

と広がりが大切だと思っております。 

先ほど、町長が手話言語条例よりも手話

を習得するというか、手話でコミュニケー

ションをとることが大事だと言っておりま

したけれども、本当にそのとおりだと思う

のです。 

先ほどのろうあ者大会での田岡氏の講演

の話に戻りますが、アイヌ語を例に例えて

おります。 

北海道と命名されて１５０年、その前に

いた先住民族のアイヌ語は和人が入ったた

めに使用できなくなり、アイヌ語が消滅し

たということがあります。 

言語が消滅するということは、その言葉

を使ってコミュニケーションをとっていた

方々の生き方を失う。言語を理解し、認め

あうと自由や権利を持つことができる。束

縛から開放され、保護から自立へと進める

ことができる。 

手話も長い歴史の中で、文部省から手話

は言語にあらずと言われ、手話を使うこと

を禁止された時代がありました。 

手話を使うことがみっともないと言わ

れ、口の動きを見て読み取る口話しか使え

ず、早くしゃべられると読み取れません。 

手話を使って教えていたろうあ者の教師

も次々に職を失い、口話教育ではろくに勉

強もできないつらい時代がありました。 

こうした経緯を知ると手話が言語として

認められ、自由に使えるようになったこと

がどれほどうれしいことか。そして、人と

人がコミュニケーションをとれることがど

れほどすばらしいことかを改めて思い知ら

されました。 

そうした中で、ろうあ者の皆さんが仕事

を勝ち取り、家庭を築き、同じ思いで苦労

している人のために働いている姿に感動い

たしました。 

答弁の中に、条例を制定された市町村の

状況や手話サークルの意見を踏まえて、町

として手話の普及啓発、手話講習会の開催

等に積極的に取り組み、条例制定に向けて

基礎づくりを進めてまいりますとの回答で

すけれども、先ほどの石狩元市長の講演の

お話の中に、市長が条例を制定するとき行

政職員は非協力的だったという話をお伺い

しました。条例をつくることで、行政が学

習し追いついてくるとの講演もありまし

た。 

そのとおり、石狩市は手話に対していろ

いろな事業を進められております。例え

ば、保育所の方に手話を教えて、園児が今

度はおじいちゃんに手話を教えるという取

り組みもされているそうです。 

やはり、リーダーが先頭に立っている自

治体の取り組み姿勢を感じました。 

田岡元市長の取り組みを例に、平野町長

にもそのリーダーシップをとっていただ

き、手話言語条例制定を強く望みますが、

町長の考えに変わりはございませんか。 

また、行政職員だけが悪いわけではあり

ませんけれども、先ほど、町職員の中に手

話ができる人は誰もいませんという民生部

長からの答弁もありましたけれども、まず

は行政職員の方に手話に興味を持っていた

だいて、そして、本当に条例をつくること

によって、町民の方に普及をしていくとい

うのが１番早い方法ではないかと感じるの

ですが、その辺、町長のお考えに変わりは

ないのか再度お尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 取り組みのお話、

それから町長として、その進め方の手法を

問われたことだというふうに思っていま

す。 

その中で、私は条例をつくりませんと言

い切っているわけではありませんけれど

も、今の美幌町における手話の理解の状況
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は、私も含めて余りにもなさ過ぎるという

ことは非常に重く受けとめております。 

要は、他の町村のまねをして、さっと条

文を見て組み立ててつくるという、その気

持ちになかなかなれないというのが正直な

気持ちで、それよりもきちんと、例えば、

つい最近もマナセンサークルを開設してい

て、その中で、手話講習会をことしは２回

やりました。９月１３日、結局参加者がい

ないので中止しました。 

私はそのことに対して非常に残念という

より悲しすぎるというか、必要だからやる

わけであって、人を集める努力とか、そう

いうことをしない限りなかなか私はいいこ

とではないというか、広がらないというふ

うに思っているのです。 

ですから、ある意味ではこういうものが

あるから、これに基づいてやりなさいとい

うことよりも、本来、手話というものが言

語としてきちんと認められた経過をもう一

回最小限度でも基礎となる一つは確認をし

た中で、これを少しそれぞれの立場でとい

うか、どうしても行政がと言われるのです

けれども、先ほどアイヌの方々の言語の話

の中で、私どもニュージーランドと姉妹交

流をしているので言われました。町長、日

本語で挨拶する前に本来のアイヌ語の挨拶

をしてほしいと、それは常識ですよという

ことを言われたときに、そういうことが日

常的にやれるかどうかという部分に対し

て、私どもの職員を擁護するわけではない

のですけれども、役場職員が全部それを兼

ねているということは、私はつらいので、

今本当に手話の会のピポロの方が頑張って

いて、彼らを少しでも応援して、広がりを

大きくした中で条例をつくっていきたいと

いうのが、私の本当の意思でありますの

で、思いとしては、先ほど御説明をいただ

いたことは十分理解した上での議員の質問

に対する断りというふうに御理解いただき

たいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 先ほど、町長から

９月１３日と２０日の手話講習会のお話が

出ましたけれども、その原因について私も

触れたいと思うのですけれども、９月１３

日、２０日までに手話の会の皆さんでポス

ターを貼ったり、伝書鳩やみつめてなどい

ろいろな手段を使い講習会のお誘いをいた

しました。 

その中で、参加者がいないということで

１３日は中止にいたしました。本当に残念

に思います。 

やはり、町長の言われるとおり、手話に

興味がないと言ったらおかしいですけれど

も、町民の方が本当に興味がないのでしょ

うね。手話を必要とする人が町民の方に、

多分近所にいないから手話に興味がないと

いうのが正直な話だと思います。 

自分もどうして手話の会に入ったのかと

言いますと、大学時代に一緒に勉強してい

た方がろうの方で、ノートテイカーという

方が、私はできなかったのですけれど、ノ

ートテイカーの人がその方を支えていまし

た。 

その時は自分は手話もできないし、自分

が勉強をするだけで手いっぱいで、ノート

テイカーになる前に終わってしまったとい

う残念な経過をもって、社会人になってか

ら手話を少しでも習得しようという気で取

り組んでおります。 

本当に手話の普及というのが美幌町とし

て大事になってくるのではないかと私も感

じております。 

手話言語条例をつくっていただけると、

手話の会の皆さんも含めて、講師の方もろ

うあ者なので、美幌町に手話言語条例がで

きたら近隣、講師の方は、津別町からも、

美幌のピポロの会にも来られたり、斜里町

からも講師として来られたりしています。

そういう近隣の町にも美幌町が軸となっ

て、手話言語条例を進めてくれればと感じ

ております。 
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話は変わるのですけれども、本年８月２

４日、第３６回高校生の手話によるスピー

チコンテストがありました。それと同じ大

会で２０１７年に入賞された高校生は、石

狩商業高校の長谷川さんという方です。こ

れはホームページやユーチューブでも視聴

できるので、ぜひ今後、条例制定を考える

ときに役立てていただきたいコンテストの

一つだと思っております。 

その長谷川さんは、小さいときに難聴と

診断され、人工内耳をつけたことをスピー

チされておりました。また、その会場では

真子内親王様が手話で挨拶されました。 

その挨拶の中に、手話に対する理解がよ

り一層深まり、皆が安心して暮らせる社会

へとつながることを願っておりますとの挨

拶をされております。私も同感に思いま

す。安心して暮らせるそのことだけだと思

っております。 

手話言語条例というのは、手話を言語と

認めてもらえるのか、認めてもらえないか

だけで、その方々の人生がかかっているよ

うな気がします。 

また、手話言語条例の成立の自治体は、

現在、日本において２６道府県７区２０５

市４１町１村です。今後、手話言語条例制

定に向けて働いている市としては、隣の北

見市も制定に向けて取り組んでいるとお伺

いしました。社会の理解が広がりつつある

と私も感じております。 

また、私のもう一つの質問、ＳＤＧｓの

基本目標には誰ひとり取り残さないと掲げ

ております。 

今回質問いたしました手話言語条例もＳ

ＤＧｓに当てはめるならば、３番、４番、

１０番に活用されるべきと思います。 

３番は、全ての人に健康と福祉を。４番

は、質の高い教育をみんなに。１０番は、

人や国や不平等をなくそうに当てはまると

思います。 

ＳＤＧｓ、持続可能なまちづくり実現の

ためにも大切な取り組みだと思います。 

手話言語条例の制定を含め、早期の条例

制定を強く要望し、次の質問に入らせてい

ただきたいと思います。 

それではＳＤＧｓに対する町長のお考え

について再質問させていただきます。 

先ほどの町長の御答弁の中には、私の質

問に対して１００％の回答がありました。 

町長も御存じのとおり、ＳＤＧｓは１７

の目標、１６９のターゲットで成り立ち、

１７の目標は誰ひとり取り残さないという

考えに基づいて定められました。 

専門書を読んだところ、言い換えれば今

からつくっていく、未来で生きていく全て

の時代の人のための目標ですとあります。 

回答の中に、今後、策定、改訂に合わ

せ、ＳＤＧｓの要素を反映させていただけ

るとのことですので、未来に向けたやわら

かい頭で考えていただき、柔軟に２０年

後、５０年後、１００年後の美幌町の未来

のために取り進めていただければと思いま

す。 

その中でも、私が最初に食品ロス削減法

の例を挙げましたが、食育を含めた今後の

取り組みについて再質問させていただきま

す。消費者庁が出しております食品ロス削

減関連参考資料を参考に質問いたします。 

先ほどの質問の中でも言いましたが、食

品ロス量は年間６４３万トン。平成２８年

度推計、毎年大型１０トントラックで１,７

６０台分を廃棄しております。 

年間１人当たりの食品ロスは、５１キロ

グラム。この推計は、平成２４年度から余

り変わらない数量であります。 

美幌町の食品ロスを私なりに試算してみ

ました。本年７月４日の展開検査を参考に

野菜くずで計算しました。これは年間量で

はないのではっきりしませんが、私の計算

では美幌町としては４３キログラムと計算

上で出させていただきました。全国平均よ

りは８キログラム少ないので、美幌町とし

ては、食品ロスに関しては少しは関心が高

いのかなというふうに判断しましたが、ま
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だまだだと思います。 

今回、ＳＤＧｓでは、食品ロスを２０３

０年度までに半分にするという目標を掲げ

ました。食品ロスを半分にすることができ

たならば、登栄処理場の延命という観点で

も大事な取り組みだと感じております。 

答弁の中に、町民や地域団体、ＮＰＯ、

教育関係など広範で多様な主体と行政が連

携し、幅広い分野や地域でさまざまな取り

組み展開を積極的に行うと受けとめまし

た。食品ロス削減法はまさに町民、団体、

企業を含めた身近な取り組みになり、ＳＤ

Ｇｓの入り口としてはわかりやすい取り組

みだと思います。 

これから忘年会などで宴会がふえる時期

に突入します。そこで、消費者庁、農林水

産省、環境省は、おいしく食べきり運動と

して、宴会５カ条、まずは、一つ目は、適

量注文。二つ目は、幹事さんからおいしく

食べきろうとの声かけ。３番、開始３０

分、終了１０分は席を立たずにしっかり食

べる食べきりタイム。４番目として、食べ

切らない料理は仲間で分かち合おう。５番

目、それでも食べきれなかった料理はお店

に確認して持ち帰りましょうや３０１０運

動の普及をしております。美幌町として、

飲食店に対してこのような取り組みを共有

することが大事だと思います。 

また、消費期限や賞味期限は、食品衛生

法や農林物資の規格等に関する法律、ＪＡ

Ｓ法で製造者に表示することが義務づけら

れております。しかし、消費期限や賞味期

限の決定は、各食料メーカーに任されてい

るのが現状で、そのことが大量廃棄にもつ

ながっております。 

ことし、テレビでも話題に上がったの

が、恵方巻やコンビニ弁当の廃棄です。コ

ンビニでの取り組みは、予約制にしたり、

賞味期限間近の弁当は安く販売するように

かえつつあります。それだけ今回の食品ロ

ス削減法が認識され初めていると思いま

す。 

広報だけではなく、先ほどの宴会５カ条

をポスターで啓発するとかのお考えはない

のか、まずお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、ＳＤＧｓのお

話の中で、答弁の中にも書かせていただい

たのですけれども、この取り組みを誰が主

体となってやるかということをきちんと私

は考えていきたいと思うのです。 

その中で、自治体として、本来組織の中

の業務も含めてやらなければいけないこと

と、それから、それぞれの業種、答弁の中

でいけば、いろいろ考え方、企業や地域団

体とかそういう話をしておりました。 

その中で食品ロスについては、要は食べ

きりをきちんとしましょうということの啓

発は行政の仕事だよということであれば、

それは、今質問の中については町が取り組

むべきだというふうに思っているのです。 

私は、何度も先ほどの手話条例のことを

みたのですけれども、何か行政がこうして

くださいということではなくて、やはりそ

れをきちんとそれぞれの役割を持つもの、

例えば企業とか、それから食品を提供する

人、それから食べる人たちにどう理解して

いくことの、ここをどうするかということ

をしっかり考えていかなければいけないの

かなというふうに思っているのです。 

ですから、その一断面だけを取り入れ

て、宴会５カ条を皆さんやりましょうとい

うことは、私は一向にやって構わないし、

私はやれるのであればやっていいと思うの

ですけれど、それは行政がではなくて、か

かわる人たちがみんながという意味でやる

べきだと、その辺をきちんと分けて考えて

いかないとなかなかこういうものは広がっ

ていかないと思っているのです。 

ですから、例えば、国とか道がある意味

では一つの方針を定めた部分の中で、そう

いうふうにある場合については、そのこと

をベースとして、しっかりその町村もやれ

るものをやっていかなければいけないとい
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う思いは持っていますので、この取り組み

についての基本的な考えは御理解いただき

たいと思いますし、繰り返しになりますけ

れど、そういうことをやることによって食

品ロスが減るということであれば、関係す

る団体とやることは私は有効だと思います

し、やりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） まさしく町長の言

うとおりだと思います。行政と民間だけが

取り組むべきではないと思います。町民一

人一人も意識を高く持って、食品ロスに対

する意識を向上させるということが大事に

なると思います。 

その中でも行政として関係することが、

給食の食育の関係が、この食品ロス削減法

の中で出てくると思います。 

美幌町でも、さまざまな形で食育の充実

した取り組みをしていると私も認識してお

ります。 

具体的な取り組み、また効果がわかるよ

うな事例がありましたら教えていただけれ

ばと思うのですが、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 給食の取り組みの

中で、食品ロスという観点から見れば、私

も教育委員会にいましたので、まずは子供

たちが本当に喜んで食べてもらう調理をど

うしていくかということだと思うのです。 

それは当然、例えばこういうメニューが

お気に入りですからという話であれば、そ

れをしっかりレベルアップしていくという

か、おいしくつくっていく。それから、栄

養バランスからしたら、これをどうやって

食べてもらうかということを考えること

が、学校給食にかかわるスタッフの役割か

なと思っております。 

それ以外で食育ということだけを考えれ

ば、美幌は農業の町でありますので、こう

いう食材、例えば小麦があったり、それか

ら、よく農協等からいただいているタマネ

ギとかニンジンを使って、地元でこういう

おいしい素材があるので、それをきちんと

食べていただくときに、それがどういう形

でつくられているかときちんと伝えてい

く、これがやはり大事なことだと思うの

で、そのことで残さないでしっかり食べよ

うとか、それから自分が装ってもらったも

のはしっかり食べ切ろうという、先ほどの

食べきりということをしっかり伝えていく

ことが、今まで学校の中でやられてきてい

ることだというふうに私は理解しておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番藤原公一さ

ん。 

○９番（藤原公一君） 先ほどの食育の関

係なのですけれども、長野県の松本市で

は、未就学児童のために、みんなでおいし

くいただきますというこういう紙芝居を出

しているそうです。 

この松本市は、マスコットキャラクター

を用いて、各自治体のゆるキャラなどを入

れたものをホームページで配信して活用し

ているというふうに言っております。美幌

町としても、未就学児に対して紙芝居とか

で、そのような取り組みをしていただけれ

ばと思っております。 

今後、食品ロス削減法を含め、ＳＤＧｓ

の取り組みが美幌町の未来を左右するぐら

いの持続可能な開発目標です。 

先日、美幌商工会議所青年部主催で川北

先生の講演を聞く機会をいただきました。 

テーマは、２０３０年の美幌から今すべ

きことを考えるとの講演でした。美幌町職

員も多数参加されており、興味深い内容で

した。今後、迎えるであろう少子化、どの

ように立ち向かうのかのヒントをもらった

ような気がしております。 

今までの風習だとか、慣習だとか、今ま

でにやったことがないから取り組まないと

か、そういう古い考えではなく、今後、新

しいことをやるにしても、新しい若い世代
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の柔軟にしてチャレンジ精神を持った人に

対し、いろいろな意見を取り入れてもら

い、今後美幌町として持続可能なまちづく

りを実現するためにも行政と企業間の連携

を強固にしていただき、若い人材の意見を

取り入れながら、ＳＤＧｓの基準に推し進

めていただきたいと強く要望し、私の一般

質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、いろいろなお

話を承りました。 

その中で、今特に、食品ロスについての

お話をいただいたという部分においては、

美幌町が先ほどＳＤＧｓの進め方において

は、それぞれ今の総合計画の取り組みをど

れに分類するかという作業等含めて、町と

して何をメーンに取り組むかという部分に

ついての整理を、今いただいた意見をいろ

いろ考えたいと思います。 

例えば、美幌町は食品ロスについて、行

政も、それから企業も、個人もやろうとい

う形にもし、まとめられるのであれば、私

はそれも一つの方法だと思いますし、ＳＤ

Ｇｓの取り組みの例として、下川町のこと

が言われるのですけれども、私どもは下川

町と同じことをやっているわけなのです。 

それはどういうことかというと、ＦＳＣ

の森林の国際認証をやって、循環型森林経

営ということで、私どももやっています。

下川町もそれをベースとした広がりを持っ

ているわけなのです。 

ですから、私どもも、要は１７のゴール

の中でいけば、陸の豊かさを守ろうという

項目において、ベースになっているのは下

川町と同じことをやっているということ

も、私どものＰＲの仕方が悪いかもしれな

いですけれども、町民の方々にも伝えてい

く必要があると、今回質問をいただいて考

えたことでありまして、美幌も他の町に負

けないぐらい頑張っておりますので、今い

ただいた農業の町ですので食品ロスという

ことに関しての考え方を１回整理して、ま

た皆さんといろいろ御相談させていただき

たいと思います。 

ありがとうございます。 

○議長（大原 昇君） これで、９番藤原

公一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時３５分といたします。 

午後 ２時２４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君）〔登壇〕 さきに通

告をしておりましたとおり、私からは、四

つの質問をさせていただきます。 

まず一つ目ですが、安心して子育てでき

る支援の強化についてということで、ゼロ

歳から２歳児への保育費の助成について質

問させていただきます。 

８月の総務文教厚生常任委員会で説明を

いただきましたとおり、１０月より幼児教

育・保育の無償化が導入される方向で進ん

でおります。しかし、現計画では無償化の

対象は３歳児から５歳児の就学前３カ年の

みとなっており、ゼロ歳児から２歳児への

無償化は非課税世帯のみとの内容でした。 

全世帯でゼロ歳児から安心して子供を預

けることのできる環境が整うことで、少子

化対策にもなります。また、安心して仕事

を続けられることにもつながり、仕事の担

い手不足の解消にもなるのではないかと考

えます。 

そのためには、美幌町独自でゼロ歳から

２歳児への保育費の助成を充実すべきと考

えますが、町長の重点政策において安心し

て子育てできる支援の強化の観点から、町

長の考えをお聞かせください。 

次に、既存施設を利用した観光拠点の構

築について質問させていただきます。 
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美幌みどりの村森林公園の再開発につい

てでございます。 

美幌町には美幌みどりの村森林公園とい

う宿泊型研修施設やキャンプ場を兼ね備

え、博物館が隣接するすばらしい施設がご

ざいます。 

しかし、ここ数年は多額の補助金を投入

しなければ運営を継続できない状況が続い

ており、平成３０年度も約３,０００万円も

の補助金等を投入した上で、約５７万円の

赤字計上となっております。 

そこで、森林公園を生かした体験型観光

を目玉として売り出すことができれば、宿

泊客やキャンプ利用者の増加にもつなが

り、相乗効果が得られると考えます。 

最近では、ジップラインという、木々の

間にワイヤーロープを張りめぐらし、ハー

ネスを装着して、そのロープを渡ったり、

スライダーで空中を滑空するように滑った

りする遊びがとても人気を博しておりま

す。 

大規模な造成工事等が不要で、比較的施

設管理も安易ということも魅力なため、廃

れたスキー場やキャンプ場で取り入れたと

ころ、そこが新たな観光施設として生まれ

変わったという例も全国で多数ございま

す。 

現在、ジップライン施設はオホーツク管

内にはございません。空港からも近く、キ

ャンプ場や宿泊施設も兼ね備えるみどりの

村で行うことで、美幌町の観光拠点として

関係人口や交流人口の増加を促すこともで

きると考えますが、町長の重点施策にあり

ました活力あるまちづくりの観点、そし

て、美幌町観光振興革新戦略ビジョンのア

クションプランの観点から、町長の考えを

お聞かせください。 

三つ目ですが、空港と連携した町の情報

発信について質問をさせていただきます。 

女満別空港と連携した美幌町のＰＲの推

進について質問いたします。 

北海道内７空港の一括運営委託に係る優

先交渉権者の選定結果が公表され、女満別

空港も令和３年３月より、民間業者による

施設管理運営が決定いたしました。 

優先交渉権者である北海道エアポートグ

ループより、マルチ・ツーリズムゲートウ

ェイという戦略ビジョンが公表されまし

た。 

そこには、国内主要都市とのＬＣＣの誘

致や地域関係者と協働した体験型観光商品

の企画販売、地場産品中心の飲食、物販導

入等の商業エリアの充実等々を行うこと

で、５年後の２０２４年度までに２５万人

の空港利用者増を目指すとうたわれており

ます。 

それはつまり、美幌町としても、今まで

行うことのできなかった形で空港との連携

した町のＰＲや観光プログラムを行うこと

ができるチャンスであると私は捉えます。 

そのためには、美幌町としても早くから

ビジョンを設け、まずは町内の関係団体と

連携し、いち早くアプローチを行うことが

重要と考えますが、今後の取り組みについ

て、町長の考えをお聞かせください。 

続いて、四つ目にまいります。 

美幌町統一シンボルロゴの有効活用につ

いてです。 

美ロゴを有効活用して行う美幌町のＰＲ

について質問をさせていただきます。 

数年前に、美幌ウエルカムのれんのイラ

ストポスターができ、話題となったのをき

っかけに、現物ののれんが美幌みどりの村

森林公園に飾られるようになりました。 

また、そのデザインの一部だった美幌の

美のロゴも他所で出回るようになり、現在

では、広報びほろの表紙に使用されるなど

しておりますが、最近では余り有効に活用

されていないように思います。 

調べたところ、現在の美ロゴは、さまざ

まなしがらみにより、商売や利益につなが

るロゴの使用ができないのが現状であると

のことでした。 

しかし、美幌町を広くＰＲするために制
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作したものが、美幌町として有効に使用で

きないのはいかがなものかと思います。 

また、現状では、美幌町は特産品などＰ

Ｒする上での統一したパッケージやデザイ

ンがなく、美幌町の特産品として宣伝を行

う際のアピール力に欠けると思います。 

そこを改善するためには、美のロゴを、

美幌町の名前を広めるために有効活用すべ

きと考えます。 

美幌町の特産品のパッケージや商品のデ

ザイン等に使用できるようにすることで、

統一した戦略的な宣伝が可能になるのでは

ないかと考えます。 

町長の考えをお聞かせください。 

以上、４点の質問です。御答弁お願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 木村議員

の御質問に答弁いたします。 

初めに、安心して子育てできる支援の強

化についてですが、２０１９年、令和元年

５月に子ども・子育て支援法の一部を改正

する法律が成立し、本年１０月から、幼稚

園、保育所、認定こども園、認可外保育施

設等を利用する３歳児から５歳児までの子

供たちの利用料と、ゼロ歳児から２歳児ま

での子供達につきましては、住民税非課税

世帯の利用料が無償化されることになりま

した。 

御質問のゼロ歳児から２歳児までの保育

費の助成についてでありますが、現状にお

いては、町独自の施策として、保育料を国

基準より３割程度軽減しており、また、多

子世帯においては、多子軽減の上限年齢の

引き上げや、ゼロ歳児から２歳児の保育料

に関しては、国基準を上回る軽減措置を実

施している状況であります。 

今回、新たにゼロ歳児から２歳児への保

育費の助成を行いますと、年間で約２,００

０万円から２,５００万円程度の経費が見込

まれます。 

少子化対策や仕事の担い手不足の解消に

つながる可能性のある有効な施策であるこ

とは認識しておりますが、本町の限られた

財源においては、現段階での実施は極めて

難しい状況であります。 

今後におきましても、現行制度を継続

し、子育て支援の充実を図ってまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

次に、美幌みどりの村森林公園の再開発

についてですが、みどりの村の施設は、昭

和６２年に美幌町開基１００年の記念事業

として、国及び道の補助金を受けながら、

町民の余暇活動、健康増進と文化、教育の

充実及び地域の活性化を図るため、総合的

な機能を有する自然休養村として建設され

ました。 

御質問の美幌みどりの村森林公園の再開

発についてでありますが、森林公園は、み

どりの村の西側約３３ヘクタールの広大な

面積に、テントサイト、全長２００メート

ルのジャンボ滑り台、木製遊具、１.６キロ

メートルの遊歩道、１７棟のバンガローな

どの施設があり、近年は自然休養村として

の役割が受け入れられ、家族連れなど利用

者がふえているところですが、安全性を考

慮して、老朽化した施設を緊急度の高いも

のから計画的、優先的に修繕等の対応をし

ているところであります。 

今後、施設の老朽化にあわせて、森林公

園、農村公園を含む、みどりの村全体の方

向性を考えていく必要があると考えており

ます。 

ジップライン施設については、森林公園

における今後の検討の際の貴重な御提案と

して受けとめさせていただきますので、御

理解をお願いいたします。 

次に、女満別空港と連携した美幌町のＰ

Ｒの推進についてでありますが、女満別空

港につきましては、現在、通年運航では、

羽田線や新千歳線、季節運航では、関西線

や伊丹線、中部線が運行され、年間８０万

人以上が利用されているオホーツク圏の空



 

－ 40 － 

の玄関口となっております。 

また、インバウンドを初めとした観光需

要の伸びもあり、利用者数は増加している

状況にあります。 

このような中、国土交通省による北海道

内７空港の一括運営委託が進んでおり、本

年７月３日に優先交渉権者を北海道エアポ

ートグループに決定し、８月９日には基本

協定が締結されております。 

今後の女満別空港の予定としましては、

令和２年１月１５日から空港ビル経営が、

令和３年３月１日からは空港運営事業が委

託開始される予定となっております。 

御質問の空港と連携した取り組みについ

てでありますが、現在の取り組み状況とし

ましては、女満別空港周辺市町や関係機関

で組織する女満別空港整備・利用促進協議

会や女満別空港国際チャーター便誘致協議

会に美幌町も参画し、航空会社への路線拡

充要望活動やＬＣＣの就航要望活動、ま

た、国際チャーター便の誘致活動などを展

開した中で、美幌町のＰＲや誘客活動も行

っているところであります。 

海外からの観光客も増加している現状に

おいて、女満別空港が新しい形で運営され

ることは、当町としても大いに期待するも

のであり、これを契機とした取り組みを女

満別空港整備・利用促進協議会や、新しく

組織される予定の協議会での活動を軸に、

美幌町独自のＰＲ活動や誘客活動も検討し

てまいりたいと考えております。 

次に、美ロゴを有効活用して行う美幌町

のＰＲについてでありますが、美幌ウエル

カムのれんのポスターにつきましては、平

成２５年度に長期滞在型観光を推進する一

環として、札幌の業者に委託し作成したも

のであります。 

このポスターは、平成２５年９月に札幌

アートディレクターズクラブコンペディシ

ョン２０１３入賞、平成２６年７月に第５

４回全北海道広告協会賞ポスター部門奨励

賞を受賞しており、平成２６年９月には美

幌みどりの村森林公園内に縦６メートル、

横３.３メートルののれんを設置しておりま

す。 

ポスターのデザインの一部であった美の

ロゴも大変好評で、町内各所からロゴを使

用したいとの声をいただいており、平成２

５年度の広報びほろリニューアルに伴い、

幌を作成して題字として活用するととも

に、名刺や他のポスターにも使用している

ところであります。 

本町としましても、ロゴを使用したいと

の声をいただくことは大変喜ばしいことで

あり、有効に活用したいと考え、平成２８

年度に美ロゴの商用利用について作成業者

と協議いたしましたところ、先方の御厚意

で、商標登録をしていただければ、著作権

を無償譲渡するとの回答をいただいており

ます。 

しかし、商標登録には多額の費用がかか

ることから、商用利用はせず、役場で使用

するほか、団体等で作成するユニフォーム

やＴシャツなど販売目的でないものに限

り、美ロゴの使用を認めてきております

が、商業関係者から使用希望があることか

ら、今後、商標登録の研究、検討を行い、

自由に使用できるよう著作権譲渡について

も検討してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） それでは、再質問

をさせていただきます。 

まず一つ目、安心して子育てできる支援

の強化について再質問をさせていただきま

す。 

先ほど町長の御答弁にありました、現在

行っている町独自の施策についてでござい

ますが、現在の財政負担はどの程度になっ

ておりますか。教えてください。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 
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○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、ゼロ歳から２歳児に

関してということで申し上げますが、保育

料を国基準より３割程度軽減しているこ

と、そのほか多子軽減、こちらを国よりも

上回ってしているということを含めまし

て、ゼロから２歳児に関してなのですが、

約６６０万円ほど財政負担が伴っておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） それでは、続きま

してゼロ歳児、２歳児への保育費の助成を

行った場合、年間で約２,０００万円から

２,５００万円程度の経費が見込まれると、

先ほど御答弁をいただきましたが、これは

どの程度の助成を行うことを想定した場合

の金額か教えてください。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、ゼロ歳から２歳児に

関しまして、今回国が無償化をしようとし

ております３歳から５歳児の無償化と同様

の方法で検討した場合の金額ということで

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今御回答いただき

ました、ゼロ歳から２歳児も、３歳から５

歳児と同じく無償化をした場合、２,０００

万円から２,５００万円程度という御回答を

いただきましたが、私も子育て世代の１人

としまして、子供を産み、育てるというこ

とを考えたとき、一般的に何がネックにな

るかということで、もう１回考えてみまし

た。 

やはり、そうなったときにネックになる

のは、預け先と保育料かなというふうに思

います。 

特に、預けられるかどうかという部分

が、自分たちの仕事を続けていけるかどう

かというところで、かなり大きな課題にな

ってくるのかなと思うのですが、現状の一

般のお父さん、お母さんを見た場合、共働

きしている方がほとんどだと思います。 

共働きしなければ生活がかなり困窮して

しまう状況の中で、安心して預かってくれ

る場所、そして、働いた賃金を保育料でな

く、生活に充てることができるか。この二

つの安心感が、必要不可欠なのではないか

なというふうに思うのです。 

自治体として、この二つの安心要素を提

供できなければ、出生率を上げようと言っ

てもなかなか難しいと思うのですが、その

あたりに対しての行政の対策として、考え

をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、子育て世代の

方々の１番問題になるということを２点お

話しをいただきました。 

預け先と保育料の部分だということであ

ります。やはり、子育てをする方々の負担

軽減をしたいというのは、私はこの考えは

全く変わってはおりません。 

ただ、今までの行政の予算の中で何を優

先するか、それだけの財源がしっかりあれ

ば問題はないのでしょうけれども、また、

本来国がやるべきことを町が上乗せしてと

いうことに対しても、いろいろ選択する中

では非常に厳しいものがあるのかなという

ふうに思っております。 

ですから、今保育料ということで考えれ

ば、３歳から５歳と同じというのは、当然

町が直接かかわる保育園もありますし、民

間でやっていただいている幼稚園も出てき

ますし、あと、ひまわり保育園も出てくる

ということも含めて、そこに今こっちを優

先して出すというところまでの判断には至

っていないということであります。 

ですから、今回、補正予算でも出させて

いただきますけれども、国が保育料を無償

にした中で、私どもとすればちょっと信じ
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られないというか、給食については、ふだ

ん食べるのだから払ってくださいというこ

とを平然として言っているということに対

して、私は非常に憤りというか、そういう

ことを考えれば、町も含めて、民間も含め

て、やはりそれもきちんとゼロにしようと

いうか、これもある意味では選択の中でい

くと、先ほど言う選択の中でどれを選ぶと

なれば、お金の話をして本当に申しわけな

いのですけれども、残念ながらこれに踏み

切るという、判断、決断するまでの額では

ないと今は考えております。 

ただ、何とかしたいという思いは、木村

議員がおっしゃることと同じだというふう

には思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 町で今回、独自で

給食費の無償化を検討いただいているとい

うことは、私も子育て世代の１人として本

当にお父さん、お母さんの負担軽減になっ

て、かなりありがたい政策なのかなという

ふうに思っております。 

やはり、これからどこの町も少子高齢化

が進んで、後期高齢者の方がふえてきて、

その方たちを若い人たちだけで支えていか

なければならないという世代が、時代が来

るという中で、やはり若い人たちをこれか

らふやそうと思ったらどうするかという

と、外から人を引っ張るか、子供を産む

か、この二つしか選択はないと思っている

のです。 

なので、今町長からも御答弁をいただき

ましたが、確かに財源は限られている中で

ということも重々理解してございますが、

先ほど、民生部長からも２,０００万円、

２,５００万円、全部を無償化した場合はそ

れぐらいかかりますというお話をいただき

ましたが、全額でなくてもいいと思います

ので、ぜひ、ゼロ歳から２歳児の保育料の

部分にも、全額ではなくていいので助成を

したりとか、もっともっと預け先の部分と

か、子育て世代に優しい町として、政策を

今後もやっていただきたいと思います。 

それでは続きまして、みどりの村森林公

園の再開発についての再質問をさせていた

だきます。 

先ほど、午前中に戸澤議員からもみどり

の村について、一般質問がございました。

その再質問の中で、町長の御答弁にもござ

いました、美幌みどりの村は町民憩いの場

として大事にしていきたいというふうにお

っしゃいましたが、町民がこれから憩いの

場として楽しむためにも、さらに施設を充

実させるべきと考えます。 

現状、町民憩いの場として維持するため

に３,０００万円という公費がかかっている

のも現実だというふうに私は思っておりま

すし、また、この後別に再質問させていた

だきますが、女満別空港の民間委託による

運営管理が令和３年度から開始されるとい

う話がございます。 

その北海道エアポートグループの掲げた

戦略ビジョンに、マルチ・ツーリズムゲー

トウェイという戦略ビジョンで具体的な取

り組みの中で、地域関係者と協働した体験

型観光商品の企画販売、これがうたわれて

おります。 

美幌町もこの取り組みと連携することを

目指して、美幌みどりの村、またそれを対

象として、その掲げたビジョンと連携する

ことを目指して、方向性の答えを出してい

くべきというふうに考えますが、今後のお

考えはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） みどりの村の今後

のあり方につながる部分として、後段に御

質問いただいた、女満別空港のこれからの

進み方という、そのことで御質問いただき

ました。 

確かに、みどりの村も戦略の中に入れる

ことが可能であればそれも一つの方法とい

うことで、否定はする気はありません。 

先ほど質問をいただいた中において、思
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いとすれば、今のエリアの中で拡大がなか

なか難しいということであれば、町民の憩

い、学びの場所としてきちんと継続してい

きたいという思いはあります。 

ただ、それが一つの他の施策の中でふえ

ることは別に否定するわけでもないので、

それで、位置づけとして考えられるのであ

れば、それは一つの中として考えていくこ

とは問題ないかなというふうに思っていま

す。 

その中身としてどういうふうにしていく

かというのは、また後ほどのところでの話

になると思いますので、ここでは一旦やめ

させていただきます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） ちなみに、ジップ

ラインの考えなのですが、私も熊本県と北

海道でも取り入れているところ数カ所に、

実は自分で体験をしながら視察に行ってま

いりました。 

実際に運営した場合、幾らぐらいかかる

か、設備を取り入れた場合幾らかかるかと

いうことも、直接担当者等ともお話をさせ

ていただきまして、実際に美幌町で取り入

れるとしたらどういうふうになるかという

ことも、実は今お話をさせていただいてい

ます。 

実際できるかどうかは、これからの話に

なってくると思うのですが、そういった実

際にほかの町も今考えているというところ

が幾つかあるみたいです。 

もし、これを美幌町がやりたいと思った

ときに、ほかの町が近隣で取り入れていた

場合は、もう二番煎じになってしまうの

で、やる意味があるのか、ないのかという

部分になってくるのかなと思うのです。 

やはり財源等が、かなりネックになって

くるのかなというふうに思うのですが、熊

本県では、癒やしの森整備支援事業といっ

て、補助金でうまく、北海道でいう道の補

助金を使ったりして、取り入れたりという

ことも考えて、かつ、そこは町で運営して

いるそうなのですが、黒字でそれがきっか

けになってキャンプ場の集客もふえて、観

光としてうまくいっているという例を私は

聞いております。 

そこは町で運営しているのですが、同じ

ような施設を民間で運営しているところも

ありまして、まさに、美幌町は今、町の３

セクというか、現状は振興公社で管理運営

を行っているわけですけれども、例えば、

今後民間の力をかりて、最初の設備投資は

ある程度お金がかかってしまうかもしれま

せんが、毎年３,０００万円の補助金をつぎ

込んでいくことを考えるのであれば、最初

にある程度の投資をして、そのあと民間の

力を借りて、将来的な経費を抑えられるよ

うな運営方法も検討していくことは、あり

なのかなというふうに私は思いますが、そ

のあたりの選択肢としての考えをお聞かせ

ください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私もジップライン

については、いろいろ研究、検討した経過

があります。実際にやったらどうですか

と、企業の方に見に来てもらったりして、

その人の提案で、私はただおもしろくてい

いですねという話だったのですけれども、

ただ、やはり、木村議員がおっしゃったよ

うに、初期投資という財源をどうするか。 

そのことを全て民間がやってくれて、あ

そこで管理もしてくれるというのであれ

ば、それはそんなに問題ないというのは理

解いただけると思うのですけれど、やはり

投資そのものをどういうふうにして投資を

するかということと、あとは管理方法の中

の安全性も含めて、今、確かにみどりの村

で３,０００万円という部分はあるのですけ

れど、それは何かをやるためにというより

は、今の状態をきちんと維持するための主

に人件費的な要素があるということも理解

してほしいです。 

ですから、そのことを完了することによ
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って上乗せ部分というふうに考えたとき

に、それが新たな投資と上乗せ部分でプラ

スになったとしても、今の部分が投資を除

いて半分ぐらいになるというのであればい

いですけれど、やっぱり最終的に行き着い

たところは財源確保からというところで結

果的にとまってしまったのが実態でありま

す。 

ですから今、いろいろなことを、町が直

接やる方法、それから民間にやってもらう

方法をどうするかというお話もいただいた

ので、答弁書の中にも書いてありますけれ

ども、一つの検討の中身としてきちんと受

けとめた中で、また、今まで視察していた

だいた分の御意見をいただきながら、その

ことが実現できるかどうかを考えていきた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私もせっかく、町

のために生かしたいと思って情報収集した

り、視察をさせていただいていますので、

ぜひこの情報は共有していきたいと思って

おります。 

次の質問項目ともかぶるのですが、やは

り女満別空港がこれから民営化されるとい

う中で、重複というか、くっつくような質

問になってしまうのですが、先ほど、美幌

町独自のＰＲ活動や誘客活動を行うとい

う、女満別空港と連携した美幌町のＰＲの

推進について御回答いただいた中にありま

した部分です。 

美幌町独自のＰＲ活動や誘客活動を行う

という回答をいただいていましたが、正直

言って、現状、美幌町にはそれを行うため

のプログラムとか、資源というのがかなり

乏しいのではないかと思うのです。なの

で、私はそれを、このみどりの村という部

分を生かしていきたい、いけたらいいので

はないかと実は考えました。 

そもそもの話をしますと、北海道は恐ら

く、体験型の観光というものはもともと余

り強くないのかなと私は思っております。 

食と景観、これがやはりメーンになって

いて、実際に北海道で体験型の観光がとい

うふうになったときに、いろんなプログラ

ムがある中で、そこまで割合が高くないの

ではないかなと、特に、このオホーツク管

内、道東に関して言えば、体験型の観光と

いうのはかなり弱いほうなのではないかな

と思っています。 

特にオホーツクでは、冬の流氷ウオーク

とかワカサギ釣りとか、そういったものは

あるかなと思いますが、夏場という部分で

いくとかなり少ないのではないかと思って

おります。 

なので、私はその体験型の観光という部

分で、このジップラインを連携させて、も

っともっとアウトドア、今やはりキャン

プ、アウトドアブームになってきておりま

すので、キャンプ場とかＲＶパークだと

か、あとは美幌町には温泉もございますの

で、こういったところで連携して、まして

や空港から車で１０分という最高の立地で

すから、そういった連携をしたプログラム

をつくっていくべきなのではないかなと思

っております。 

なので、まずはジップラインも含め、空

港側からも目にとまるような美幌町独自の

地場産品や体験型観光のメニューやプログ

ラム、こういったものの土台をしっかりつ

くることが最優先なのではないかと考える

のですが、行政側の考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、女満別空港

が７空港まとめて管理されるということの

中で、その事業を請け負った会社でいろい

ろ女満別空港に対しての提案がされて、中

を見る限り本当に期待するところもたくさ

んあります。 

一つ悩みどころは、本来個々が持ってい

る、女満別空港にかかわっている、今まで

でいけば女満別空港整備・利用促進協議会
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というものをつくって、女満別空港の周辺

でどういうふうに皆さんかかわって、それ

ぞれの恩恵を受けるかということを考えて

いた部分があります。 

当然その中で、美幌町だけが突出して、

ぱっとそこに入っていって、これを私ども

でやりたいということはなかなかこれから

の時代はそうもならないだろうという一つ

の面があります。 

ですから、それぞれの町村がそれぞれの

持っている特質を、今質問の中でいただい

たようにきちんとアピールできる土台づく

りをすべきじゃないですかと、その中でい

くと、ジップラインという提案もあったの

ですけれども、それはみどりの村というこ

とに対して見ればそうなんですけれど、私

はもうちょっと町全体でどうするかという

ことの土台づくりができないかなと思って

います。 

それから、戦略的に余り皆さんの前で言

うと、美幌の町長はこう言ったという話に

なるので、余り言いたくない部分もあるの

ですけれども、やはり、整備の部分で近い

ということを利用すれば、いろいろなこと

を考えられるのかなと思っております。 

やはり、体験型という部分では、今町も

努力していて、修学旅行の受け入れを積極

的にやっていただいてます。 

ですから、それも一つの強みですし、同

じような動きが今、網走市でもやはり農業

ということ、農にどうかかわるかという部

分に対して体験とか、それから食につなげ

て、そこで食の体験をするとか、そういう

ことも皆さんやり始めているので、逆にそ

ういうものの位置づけも美幌町も農業の町

ですから、しっかりつくっていかなければ

いけないのかなと、いずれにしても、その

ベースになるものを整理した中で、皆さん

とつくり上げる努力は必要だという認識は

同じだというふうに思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） まさに、今町長が

おっしゃったとおり、やはり、美幌町とし

て、まずプログラムをつくって、空港が民

営化になったときに、美幌町から手を挙げ

てうちはこんなものがあると独り占め、１

人勝ちしようとするのではなくて、やはり

プログラムがあることで、美幌町でこうい

うものがあるねと向こうから目を向けても

らえるような土台づくりというのは絶対に

必要と思っております。 

女満別空港を民間移譲する中で、さまざ

まな期成会等もあるとは思うのですが、ま

ず、町内の関係団体とは今後の方向性につ

いて意見交換や意思疎通等は行っている

か、教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 基本的に

は、町内の関係団体で協議という状況には

現在なっておりませんけれども、今後の動

きによりましては、また関係団体で協議し

ていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 令和３年度から民

間移譲ということになりますので、実は余

り時間がございません。 

実質１年ぐらいしか協議するという意味

ではないのかなと。 

１年かけていたら時間がないと思うの

で、ぜひ、急いでというか、やはり町とし

てＰＲしていくためには町内の関係団体の

意見とか、意思というのはかなり大切にな

ってくると思いますので、ぜひ、連携し

た、まず意思疎通等を行っていただきた

い、早急に行っていただきたいと思いま

す。 

続きまして、４番目の美ロゴを有効活用

して行う美幌町のＰＲについて再質問をさ

せていただきますが、まず、今後、利用に

ついて研究検討を行っていきたいというこ

とで御答弁いただきましたが、具体的にい

つぐらいまでの時期に研究検討による答え
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を出される予定ありましたら教えてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 美ロゴだけに限る

ということであれば、早急に答えを出した

いと思っております。 

答弁書を書かせていただいた後も、担当

がいろいろ美ロゴをつくった時の著作権を

持っている方とのコンタクトをとっていた

だいて、もともとは美幌町に非常に協力的

で、ただ本当に無償で使っていいと言いな

がら、どうなっているかが見えない部分が

あったので、正直にこういう質問もあっ

て、それから町の人も、商業者の方も望ん

でという話をした場合、相手方について

は、その辺の整理が早急にできれば、従来

どおり使ってほしいということでしたの

で、その辺はどういうふうにできるか、早

い時期というよりも早急に答えを出して、

もし、登録をするのであれば、また予算的

なことも絡みますので、その辺は皆さんと

相談しながら、まずは自由に使えるような

形で、相手方ときちんと整理をしていきた

いと思っています。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 最初の御答弁にあ

ります商標登録にかかる多額の費用という

ことで、多額の費用がかかるということで

御回答いただきましたが、どの程度の金額

がかかるかという試算というのが出ていれ

ば教えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） ただいま

の御質問でありますけれども、商標登録は

区分ごとに登録が必要となっておりまし

て、商品の出願料が３,４００円に、８,６

００円掛ける区分数というものが必要にな

ってきます。 

さらに加えまして、商標登録料として、

こちらは１０年分の金額となりますけれど

も、２８，２００円掛ける区分数が必要と

なってきます。 

例えば、１０区分を登録した場合になり

ますと、登録料だけでは３７万１,４００円

となりまして、そのほかに弁理士などへ支

払う事前調査費用や事務手数料がかかって

きます。 

また、１０年ごとに更新の登録料とし

て、３８，８００円掛ける区分数を支払っ

て更新する必要が出てきます。 

平成２８年度に一度見積もりを行ったと

ころ、３区分の１０年間ということであり

ますと約４５万円かかるという結果となっ

ております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） これは全てで何区

分ぐらいあるものなのでしょうか。 

やはり登録するとなると、全ての多岐に

わたるものとして、全て登録をしなければ

ならないと思うのですが、端的に大体全区

分登録したとしたら大体幾らぐらい全額で

かかるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 分類とし

ましては４５区分あります。 

金額は全区分でということでは計算して

はいないのですけれども、多額の費用、さ

らには更新手数料がかかってくるというこ

とになります。 

今の４５区分でありますけれども、例え

ば、第１類とありますけれども、そちらで

は工業用とか、第２類だと塗料など、ま

た、第３類であったら洗浄剤など、そのよ

うな形で細かく区分されているところで

す。 

全区分必要かということになりますと、

全区分必要かどうかというのは、その登録

するほうの判断ということになると思いま

すけれども、商用で使うということであれ

ば全区分という、大きな企業であれば全区

分取っているところもあると思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 
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○経済部長（石澤 憲君） 商標登録の料

金については、ただいま主幹が御説明した

とおりでありますが、我々懸念しておりま

したのは、北海道のイメージアップで試さ

れる大地北海道というロゴが誰でも使って

いいということで、それを企業が使ったと

ころ、道産品あるいは道の推奨品お墨つき

だというようなことで、道のほうにクレー

ムが入ったといいますか、指摘や苦情があ

ったので、平成２８年度から販売目的の商

品には道の制度で認証登録をされたものに

限るということで改めた経過があります。 

私どもそういうことを懸念をしておりま

して、商用はどうなのかなということで、

町長が御答弁申し上げましたとおり、制作

者にこういうことで考えていますと言った

ところ、美幌の活性化の糧になればうれし

いですということで御回答いただきまし

て、著作権は無償で譲渡いたします。商

用、非商用にかかわらずお使いいただくの

は結構ですよと。 

ただ、そのときに、町長が御答弁申し上

げましたとおり、整理しなければならない

ことが町としてどういうふうに管理をして

いくかということの整理をしなければなら

ないと思っていますけれども、基本的に

は、今担当で考えているのは、商標登録と

いうことは特にせず、商用、非商用でもお

使いいただき、ただ、それをどういうふう

に町で管理していくのか。 

そこだけルールをつくれば、そんなに難

しいことではないのかな、あるいはお金も

かからないというふうに考えております。 

○議長（大原 昇君） これで、５番木村

利昭さんの一般質問を終わります。 

本日予定しました一般質問はこれで終わ

りましたが、時間がありますので、あした

予定しております方を順次繰り上げて続け

たいと思います。 

暫時休憩いたします。 

再開は、１５時３０分といたします。 

午後 ３時２３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君）〔登壇〕 さきに通

告いたしました一般質問をさせていただき

ます。 

一つ、農業振興について。 

農産物関税について質問をさせていただ

きます。 

８月２６日付新聞によりますと、「安倍

首相は、アメリカ大統領と２５日に会談

し、日米貿易協定を９月下旬に最終決着さ

せ、署名を目指すことで合意した。米国産

牛肉や豚肉の関税をＴＰＰ同水準に引き下

げる。１０月にも召集される臨時国会で承

認されれば、年内にも発効され、道内農業

が一層の打撃を受ける恐れがある。」と報

道されました。 

本町では現在、生乳、肉牛の生産が好調

で設備投資も進んでおり、大打撃を受ける

ことが懸念されることから、次の事項につ

いてお聞かせ願います。 

関税の引き下げが実施された場合、美幌

町の農業所得に対する影響額の試算はされ

ているのか。 

二つ目、美幌町から関係機関及び団体等

に働きかけ、国に農業経営に対する支援策

を要望していく考えはあるのかお聞かせく

ださい。 

次に、へき地保育所についてでございま

す。 

へき地保育所の休所について。 

福住保育所については、昭和５４年５月

に開設して以来、約４０年もの間、農繁期

等の季節的な繁忙期に幼児の保育を行って

おります。 

しかし、少子高齢化が進み、幼児数は

年々減少し、令和元年度には８人となって

おります。次年度以降、さらに減少するこ
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とで、集団保育の効果が期待できないこと

などから、令和２年度より休止することと

しています。 

集団保育ができないことは理解します

が、次の事項についてお伺いいたします。 

一つ目、保護者及び地域関係自治会に対

して説明されたのかどうか。 

二つ目、保護者等からの要望はあるの

か、ないのか。 

三つ目、休止した場合の町の対応策はど

う考えているかでございます。 

続きまして、三つ目、公営住宅について

でございます。 

公営住宅の空き部屋を利用した単身者へ

の住居の支援についてということで、現

在、町内公営住宅の総戸数７９５戸に対

し、９月９日現在１０８戸が空き部屋とな

っており、うち３７戸の申込者がありま

す。 

働き手世代が独立した生活を行うための

支援の必要性もあると考えますが、単身者

は６０歳以上でないと入居をすることがで

きないのが現状となっております。 

公営住宅の空き室を利用し、単身の働き

手世代への住居支援を行うことについて、

町長の考えをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 伊藤議員

の御質問に答弁をいたします。 

初めに、農業振興についてでございます

が、１点目の関税の引き下げが実施された

場合、美幌町の農業所得に対する影響額の

試算はされているのかについてですが、外

国との貿易協定をめぐっては、昨年からこ

としにかけて、ＴＰＰ、日ＥＵ・ＥＰＡが

相次いで発効し、日米間の貿易協定につい

ても、本年８月２５日、日米両首脳により

大枠で合意し、９月の署名を目指すことで

一致したと報道があったところです。 

現在は、その影響を注視しているところ

であり、具体的な影響額の試算にまで至っ

ておりません。 

次に、２点目の国に農業経営に対する支

援策を要望していく考えはあるかについて

ですが、これまでもオホーツク圏活性化期

成会の要望において、外国との貿易協定等

における適切な対応及び実効ある経営所得

安定対策の実施について要望しているとこ

ろであります。 

オホーツク管内は、我が国の食料生産、

供給地域として、良質な農畜産物を安定的

に生産、供給している地域であることか

ら、引き続き、ＪＡなど関係機関と連携

し、オホーツク圏活性化期成会が一丸とな

って、国及び道に対して要望してまいりま

すので、御理解をお願いいたします。 

次に、へき地保育所の休所についてであ

りますが、本町の出生数は年々減少傾向に

ありますが、出生数の減少に伴い、へき地

保育所の入所児童数の減少してきており、

特に、福住保育所に関しましては、２年連

続で１桁の入所児童数となっております。 

町といたしましては、少人数での保育は

集団保育の効果が期待できないこと、ま

た、運動会や発表会などの行事においても

難しい運営が強いられるなどの観点から、

へき地保育所の入所児童数が２年連続１桁

となった場合、休所する方向で考えてお

り、福住保育所においては、令和２年度よ

り休所する方向で取り進めているところで

あります。 

御質問の一つ目、保護者及び地域関係自

治会に対して説明されたのかについてであ

りますが、昨年８月、保護者に対して、休

所になった場合の意向調査を実施し、９月

には結果報告と休所についての説明を行っ

ております。 

なお、地域関係自治会に対する説明につ

きましては、今後、早急に実施してまいり

たいと考えているところであります。 

御質問の二つ目、保護者等からの要望は

ないのかについてでありますが、休所にな
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った場合、町立保育園への通園希望者に対

する通園の送迎に関する要望があったこと

から、季節的な運行や保護者に負担をいた

だくことなど、さまざまな手法について検

討してまいりたいと考えております。 

御質問の三つ目、休止した場合の町の対

応策はどう考えているのかについてであり

ますが、休所となった場合、町立保育園ま

たは田中保育所などの他のへき地保育所へ

の通園、通所を希望される方へは、なるべ

く希望に沿えるように調整を行ってまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

公営住宅についてでありますが、町営住

宅の空き室を利用した単身者への住居支援

についてでありますが、町営住宅の空き住

戸１０８戸のうち、耐用年数を経過した団

地４５戸は、経年劣化等により高額の修繕

費がかかることから未修繕であり、実質入

居対象の空き住戸は６３戸となっておりま

す。 

町営住宅の入居資格については、美幌町

営住宅管理条例に基づき、具備要件の中に

同居親族要件を定めており、単身入居につ

いては、特に居住の安定を図る必要がある

と認められる６０歳以上の者、障がい者、

戦傷病者、被爆者、生活保護者、海外から

の引揚者、ハンセン病療養所入所者、ＤＶ

被害者に限り特例として取り扱っておりま

す。 

今後も、住宅困窮者の居住安定を図るこ

とを住宅政策の基本として、住宅に困窮す

る低額所得者への住宅提供という町営住宅

の目的に沿って、住宅セーフティーネット

の役割を担い、入居に支障が生じることの

ないように対応してまいります。 

なお、単身の働き手世代の居住の受け皿

は、民間に担っていただき、町営住宅の単

身入居の対象として、年齢の特例要件を見

直すことは考えておりませんので、御理解

をお願いいたします。 

以上、御答弁をいたしましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 減少額の試算がな

されていないということなので、私のほう

でも調べさせていただきまして、美幌町と

いうことではなくて、日本全体のことで、

ＴＰＰ１１と日欧ＥＰＡの試算をさせてい

ただいた数字を述べさせていただきます。

日米間の２国間の交渉は抜いたとして、砂

糖を含む果糖製糖品で３３億円、でん粉９

億円、牛肉が最大で１８８億円、豚肉で２

３６億円、乳製品、これは乳製品を含むい

ろんなものですが、２００億円、野菜、フ

ルーツ、鶏卵で１５億円、あわせて農産物

だけで６８６億円。 

それから、林業の構造用基本集成材等で

１８０億円から３７１億円。水産業が、美

幌町には関係ありませんけれども８６億円

ということで、約１,０００億円。 

それに２国間交渉がまとまると、大体最

低でも２００億円から３００億円で、１,３

００億円という感じかと思います。 

これはあくまでも金額ベースであって、

国としては生産量は減らない。だけど、金

額が減るということは、単価が下がるとい

うことを試算していると思うのです。生産

額が下がるということは。 

それで、１,３００億円のうち北海道は最

低見積もっても５００億円から６００億円

はあるのではないかなと。この分収入が下

がるということです。 

所得は下げないけれども、できるだけ下

げないように国は対策するけれども、収入

は下がるけれど所得は下げない。ですか

ら、その部分で影響はないのかと言ったら

というようなことでありますし、国として

も今のところ考えているのは、それに対す

る生産費の抑制をするような助成、それか

ら、新規の海外向けに生産するものに助成

をするということがあります。 

ですから、美幌町では今、農業だけで大
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体１００億円から１３０億円、美幌町だけ

で生産、粗生産額があります。その３分の

１以上の金額が減るのではないか。大げさ

に言うとです。 

現実的にはその分財布が減る。だから、

その辺で美幌町としても、何らかの方策を

しなければならないと思うのですけれど

も、再質問として、農業振興について、輸

入品がどうしても安いですからふえると思

いますし、消費者もそれを望むと思います

けれども、輸入品がふえても消費者に選ん

でもらうようになれば対策になるのではな

いでしょうか。 

そのためには、地産地消を促し、美幌町

として地場産品を推奨していく仕組みや、

消費者と生産者が顔をあわせて、安心、安

全を確認し合える場を町として設けていく

べきと考えますが、そういった取り組みを

町で行う、町だけではないですけれども、

関係団体と協力しながら、地場商品を売り

込んだりすることも必要だと思うのです

が、その辺はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、国全体のこと

を含めて、美幌の状況を説明いただきまし

た。 

私はそこまで情報を得ていなくて、非常

にびっくりしている状況ではあります。 

今言われたことに対して、地元の消費に

においては、当然、美幌町だけではなく、

オホーツク圏、北海道も含めて、やはり地

産地消というか、地場産品の消費をすると

いうことに対しての推奨をしっかり取り組

んでいきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） その辺につきまし

ては、今後も関係団体と協力し合って頑張

っていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

二つ目、へき地保育所について再質問さ

せていただきます。 

地域関係者、自治会の説明がまだという

ことですが、具体的に今年度中にできるの

か、来年度中にするのか、お聞きしたいで

す。 

それと、福住保育所が令和元年度で休所

するということですけれども、田中保育所

におきましても、近々にそういう状況にな

るという話も聞いておりますが、その辺の

こともお聞きします。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、福住保育所につきま

しての説明等につきましては、年内には行

っていきたいと考えております。 

また、田中保育所の話がありましたけれ

ども、田中保育所につきましても、来年度

以降１０人を下回るということが、今のと

ころ想定されているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 通園の送迎に関す

る要望が保護者からあると思いますが、農

業を営む世帯が繁忙期に子供を送迎すると

いうのは大変な負担になると思います。 

例を言うと、１番奥と言ったら怒られま

すけれども、古梅地区から送るとなると、

最低でも片道２０分、往復４０分、それか

ら、朝と晩で約１時間以上の時間がかかり

ます。 

それから、冬においては、単独で一人一

人が子供を送迎するとなると危険が伴うと

いうこともありますし、その辺で町として

もサポートをどう考えているか、詳しくお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、保育所に入ら

れている方から、送迎のことが出てきてお

ります。それは伊藤議員がおっしゃるとお

り、古梅の端のほうから来られるというの

は、町の中を希望した場合、その方が送る
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というのは非常に難しいと思っています。 

それと繁忙期、要は、朝早くから作業をや

りたい時期に町まで出てくる。 

ただ、これは地域の方々ときちんとお話

しなければいけないことではありますけれ

ども、それを全て町ができるかと言って、

これもまたそのために車を用意してという

話であるとなかなかこれも難しい。 

それで、うちのスタッフと話した中にお

いては、難しいというふうに言うことは簡

単ではあるのですけれども、現実に困って

いる。 

それから、もともとへき地保育所は、農

家が困っていることでやっているものに対

して、それはだめですというのは違うとい

う話は今しています。 

ですから、どこまでお互いに譲ってもら

えるかを今調整しましょうという話をして

いて、例えばという話がもし民生部長のほ

うから何かお話ができるのであれば、補完

をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 送迎につきま

しては、町長のほうから答弁させていただ

いたとおりでございますが、もう少し具体

的な、例えば方法という部分で、担当とし

て今考えていることなのですが、例えば、

スクールバスに混乗するですとか、ジャン

ボタクシーを用意するですとか、そのよう

な方法があるかなと、いずれの場合につき

ましても、やはり小さい子供ですので、保

育士が同乗しなければいけないということ

も想定されるところでございます。 

例えば、スクールバスに混乗とした場合

ですが、福住保育所に子供たちに集まって

もらって、学校に通う場合として考えて

も、そこから都橋を回ったり、転々と子供

たちの玄関前まで回りますので、四、五十

分かかってしまうということで、そうなる

と小さい子供たちを四、五十分スクールバ

スに乗っけて回るというのは、現実的では

ないのかなというようなこと、また、先ほ

どのジャンボタクシーのようなものを用意

した場合、やはり経費がかかるということ

で、年間で２５０万円から３００万円ほど

の経費がかかってしまうということも考え

ております。 

そういったことから考えますと、１年間

びっちりとこちらで用意するというのはな

かなか難しかったとしても、先ほど町長が

申し上げたとおり、繁忙期に限って考える

ですとか、その一部については保護者から

負担をもらうだとか、そういったいろんな

方法があろうかと思っておりますので、そ

の辺のことをいろいろと総合的に考えて検

討していきたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 送迎に係る経費が

２００万円から３００万円ぐらいかかるの

ではないかという試算をされましたけれど

も、現実に、三つへき地保育所があります

けれども、１保育所を開設するための費用

は幾らぐらいかかりますか。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（小室秀隆君） 今の御質

問でございますが、大体１カ所８００万円

程度かかっていると言われております。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それぐらいかかっ

ているのであれば、それなりの対応策をし

てもよろしいのではないかというのは勝手

な言い分なんですけれども、やはり保護者

としては、それなりの対応をしていただき

たいという、でも、最後までゆっくりと同

意できる、納得できる形でやっていただき

たいというのが希望であります。 

また、この先、休所といっても開園でき

るかどうかというのが微妙なところは地域

によってはあると思うのです。 

それで、５年も６年もたってから開園し

て、あの施設が５０年もたった建物、あれ
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が保育所としてそのまま使えるのかどう

か、老朽化して、それでなくても今寒くて

寒くて昼寝も危ないとか、朝行っても９時

まで先生が外套を脱げないとか、そういう

こともありますし、一部の保護者に言われ

たのは、寒くて風邪をひきそうで保育所に

行かせたくないという人もいるそうです。 

だから、その辺の配慮もしていただきた

く、よろしくお願いいたします。 

いずれにしても、保育所が休止、閉園に

なるということは、小学校の閉校問題と同

じで、やはり地域の核がなくなる、憩いの

場がなくなる、子供たちの笑い声が聞こえ

なくなる、地域の集いの場がなくなるとい

うことで、その地域を先人たちが育てて頑

張って開墾した証がどんどん少なくなって

いく。 

時代の流れといいますが、その辺を配慮

していただきまして、きめ細やかに対応し

ていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

次に、公営住宅についてでございます。 

住宅困窮者の居住を図る目的とした住宅

セーフティーネットとしての役割の部分で

お聞きいたします。 

近年における、毎年の住宅困窮者の入居

実績はどうでしょうか。 

６３戸も空きがあるということは、それ

に見合った実績はあるのでしょうか。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） ただいまの質

問ですけれども、入居者の高齢者等の内訳

といいますか、その資料をただ今持ち合わ

せていないので、戻ればすぐ用意できま

す。 

後ほど、整理したものがありますので提

出します。 

申しわけございません。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それでは違う方向

に、耐用年限を過ぎた未修繕の４５戸につ

いてお聞きします。 

まず、どの地区の町営住宅でしょうか。 

その４５戸の未修繕の住宅でありますけ

れども、取り扱いをどうするのか、町民の

財産ということなので、お聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） 未修繕の４５

戸の内訳という御質問ですけれども、それ

については、既に耐用年限を経過した団地

でありまして、具体的に申し上げますと、

美英団地、それから、美園団地でありま

す。 

先ほどの町長の答弁で申し上げましたと

おり、修繕費用が多額にかさむということ

で、３０万円から高額なものについては８

０万円程度修繕にかかるということで、修

繕保留にしております。 

これらの団地につきましては、現在の住

生活の基本計画ですとか、長寿命化計画、

町の公営住宅等の計画の中では、計画は令

和９年が終期なのですけれども、その中

で、用途廃止という位置づけにしておりま

す。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ
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ん。 

○６番（伊藤伸司君） ということは、４

５戸は復活しないということでよろしいで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） 現状では、修

繕して入居させるという考えはありませ

ん。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） ということは、６

３戸しか残っていないということですね。

入れる住居というのは。 

先ほどのを調べに行っているようですけ

れども、毎年６３戸空けているということ

は、申し込みがないということなのです

か。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） ６３戸に

つきまして、現在ありますけれども、その

うち３７戸については申し込みがあること

から、２６戸の状況になります。 

住居上の不具合等で移動や一時的仮住居

としての必要性も考慮し、公営住宅の管理

を行っているところでありますので、その

ための住居ということで、決して空いてい

るスペースが多いという考えについてはご

ざいません。 

以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） 加えて説明さ

せていただきますけれども、申し込みは、

町営については随時申し込みを受け付けて

おります。 

先ほど部長から３７戸と申し上げました

けれども、これは年間の中で上下するとい

いますか、５０近くになったり、３５とか

そういう動きはあります。 

それと、申し込みの中には、新規という

ことで申し込んでいる方もおりますし、今

現在、既に団地に入居している方が何らか

の事情で住みかえと我々は言っていますけ

れども、違う団地へという、そういった申

し込みも含めてでありますけれども、そん

な状況で、実際の入居に当たっては、選考

委員会で、入居者の困窮度ということで選

考に当たって、最終的に入居決定をしてお

りまして、その選考会を偶数月に現在開催

しております。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 私の聞き取り違い

かもしれないですけれども、現在６３戸が

空いているということですよね。 

申込者が、現在待っている人が３７戸あ

るということですね。だから、２６戸しか

残っていないと。 

自分が聞いていたのは、その３７戸の申

込者というのは、旭団地の新しいところを

申し込んでいるから、違うところが空いて

も入らないと聞いたのですけれども、その

辺はどうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） 入居者の希望

状況ですけれども、今、伊藤議員がおっし

ゃられたように、旭団地を希望する方は多

いですが、その団地のみではなく、南です

とか、美富も含めて、あと借り上げの公営

住宅もありますけれども、それぞれ申込者

によって状況は変わりますし、団地を指定

しないでということで申し込んでいる方も

あります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 何回も申しわけな

いですけれど、現実には６３戸今は空いて

いるということですよね。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） ９日現在で

は、今言われた６３戸ということになりま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ
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ん。 

○６番（伊藤伸司君） すみません。 

何を言いたいかというと、現在、申し込

んで自分の気に入ったところに入れないと

いう人を抜かすと、現実的には６３戸が空

いているということなので、その辺でいろ

んな条例とかがあるのでしょうけれども、

６０歳未満の単身者でも入れないのか、空

けておくぐらいなら町の収入になるわけだ

から、どうなのでしょうかというのが聞き

たかったのが本音でありますので、その辺

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） ただいまの御

質問ですけれども、空き住戸に対して、公

営住宅ですので、基本的には住宅に困窮し

ている、住宅セーフティーネットという、

やはり、それが公住法の中でも根本の目的

でありますので、それらの対象者を一義的

にといいますか、優先的に入れる。それが

本来の目的だと思っておりますので、そう

いうことを考えております。 

そこに単身の方を加えるということは、

現在、入居の基本というのは、同居世帯、

２人以上で住むということを条件としてお

りまして、単身についてはあくまでも特例

ということで扱っております。 

その特例の中に、働き手の方たちを加え

るということになると、相当数になるかと

思いますけれども、そうすると、やはり、

困窮者、そのセーフティーネットで救わな

ければならない高齢者の方ですとか、生活

保護の方等、先ほど申し上げましたけれど

も、それらの方たちの入居に支障が出てく

ると考えております。 

単身の働き手世代ということで、少し数

字を整理してみたのですけれども、国勢調

査の２０１５年の数字があるのですけれど

も、そのうちの単身の就労者のうち、生産

年齢ということで１５歳から６４歳、この

くくりで拾い上げますとおよそ２,３００人

を超える方たちが該当するということであ

ります。 

繰り返しになりますけれども、これらの

方を特例の中に加えるということは、先ほ

ども申し上げましたけれども、セーフティ

ーネット該当者の入居に支障が出ると現時

点では判断をしております。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、伊藤議員から

公営住宅の質問と言うよりも、本質的なこ

ういう質問をいただいたというのは、働き

手世代が、住宅に何らかの形で困っている

人がいる。 

もし、公営住宅がそれなりに空いている

のであれば、そういう方々を入れたらとい

う質問のように私は受けとめております。 

今は、公営住宅という見方から一方的に

だめという言い方に聞こえるかもしれない

ですが、原則を言わせていただきました。 

ですから、生活困窮、言うなら住宅困窮

者の中でも、やはり低所得、それからある

程度、先ほど言った条件を満たした人しか

入れられないというのが現状だと思ってお

ります。 

また、今の状況が根本的にほかから人を

入れなければ、ということは入ってもらわ

なければ公営住宅ががらがらという状況で

もないというふうに思っています。 

ここからが多分、質問の本質の答えにな

るかわかりませんけれども、やはり、美幌

で住宅で困るというのは、部屋がないの

か、それとも、なかなか自分の給料に見合

った住宅が手に入らないかといういろんな

面があると思うのです。 

それはやはり、これからの働き手に美幌

に少しでもいてもらうためには、そういう

施策というか、単身者に対する住宅施策の

考え方を整理しなければならないというふ

うに考えているところであります。 

それが具体的にどういう形というのは、

まだこれから研究しなければいけないので

ありますけれども、私はそういうふうに受

けとめて、しっかり対応を考えていきたい
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と思いますので、御理解をよろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 町長がお答えくだ

さったので、ある程度は理解しましたけれ

ども、農業におきましては、今、ベトナム

人女性が３戸を使って、４人ずつ入居して

います。ですから１２人。１戸に４人住ん

でおります。１戸補修するのに大体３００

万円から４００万円使っております。 

ＪＡは経済団体ですから、やろうと思っ

たら簡単に、簡単と言うと怒られますけれ

ど、その辺で、それでも目的に合うから雇

っていますし、使わせていただくというこ

とですけれども、どうしても１０万円から

１５万円ぐらいの給料の中で、住宅費を抑

えようと思ったら、やはり民間では厳しい

という部分もあるのではないでしょうか。 

その辺も、今後、水準を下げるとか、所

得制限で下げるとか、そういうことも含め

て考えていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

先ほどの実績に関しては後でいいです。 

また次の機会に質問させていただきま

す。 

ありがとうございました。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） お話としては十分

に理解しているつもりであります。 

住宅施策という中においては、当然、外

国の方が来られて、それだけの所得がない

中でいろいろ入っている方も聞いていま

す。 

そういった中では、今伊藤議員からいろ

いろ指摘されたことはしっかり受けとめた

いと思いますし、外国から来られた労働さ

れている方に対するかかわり方も、せっか

く日本に美幌に住んでいただいているわけ

ですから、きちんと何か日本の文化を体験

してもらうとか、それから、今、農協など

では担当の方が日本語を教えたりもしてい

るので、そういうことの手助けをすると

か、そういう意味では、外国の労働者の

方々に対する施策もしっかり対応していき

たいと思いますので、今後ともよろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これで、６番伊藤

伸司さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ４時１３分 散会   
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